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【共同研究】

生涯学習の実践的学修方法についての研究

－諸方法の実際とその意義・効果について－
佐藤　啓子*　岡本　かおり**　谷口　清***　宮田　浩二****　野島　正也*****

The Significance of Identifying: Archetypes in Lifelong Learning

Hiroko SATO, Kaori OKAMOTO, Kiyoshi YAGUCHI, Koji MIYATA, Masaya NOJIMA

The main purpose of this study is to discuss and clarify four different archetypes in Lifelong Learning, i.e. 
the learning that an individual acquires over his or her lifetime. Specifically, the following archetypes 
are identified:

1. The Case study Archetype (knowledge gained by personal experiences)
2. The Sports Archetype (knowledge gained by participating in various sports and motor learning) 
3. The Psychodramatic Archetype (knowledge gained by participating in psychodramas) 
4. The Social learning Archetype (knowledge gained by participating in social education)

Each of the above archetypes is investigated jointly over a prolonged period of time. 
This study presents various case studies of each archetype and summarizes their characteristics and 
how they inter-relate. Ways in which they may be improved in the future and recommendations to do 
so are also presented.
An in-depth study such as this one is rare in Japan. By identifying and studying these four archetypes 
in Lifelong Learning, this study seeks to stress the usefulness and importance of Lifelong Learning in 
modern society.

はじめに－研究の趣旨および概要－

本研究は、２００８年４月に文教大学の新校舎
１２号館の竣工を祝し、その記念事業の一環とし
て本学人間科学部が企画した共同研究に採択され
た研究報告である。

人間に関する多次元・多目的・多領域にわたる

研究や学習内容をどのような研究・学修方法を活
用して進めることができるのか、その内容・実際・
進め方を紹介し、その意義や効果について考察す
るのが、本研究の主目的である。

人間の生涯にわたる学修を進める方法について
は、これまでも様々な形が取られ実践され続けて
いる。よりよい人間形成を求めて学修する主体者
は学修者であり、その学び方は学修方法と呼ばれ
る。その学修をより効果的に進めるために体系的
な学修方法を提供するのは教育者や支援者・指導
者であり、それは、教育方法と呼ばれる。学修者
と教育者・支援者・指導者の関係を見据えつつ、
さらにそれらの学修の提供の仕方や学修内容の改
善や向上等を追及する主体者は研究者であり、そ
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の方法は、研究方法と呼ばれる。
これらは密接不可分に関係し合っているもの

の、本研究では特に、①個人学修法、②スポーツ・
運動学修法、③心理劇的学修法、④社会教育参加
型学修法等、諸実践方法の実際例を紹介しつつ、
研究者の視点に立脚しながら、学修の意義や効果
について研究・考察を進めるものである。

本研究で何故これらの方法を取り上げるのかに
ついては、共同研究者の一人ひとりが長年の研究
に携わってきた得意分野であることはもとより、
人間存在の個人的・集団的・社会的次元を焦点化
し、少ないながらもできるだけ人間の全生活に焦
点が当たるようにしている。即ち個的次元として
は、主として個人の心理的側面として①個人学修
(事例研究)法を、身体的側面として②スポーツ・
運動学修法を、集団的次元として③心理劇的学修
法を、社会的次元として④社会教育参加型学修法
(参加型学修法)を位置づけている。

こうした学修方法自体に焦点を当てての研究実
例は少なく、ましてや諸方法間の関連性や意義に
ついて深めること自体が新しい視点であり、また、
今後へ向けての方法論的検討および学修推進への
手がかりとしての意義が効果として期待されよ
う。生涯学習は個々人の豊かな人生と社会の進歩
をもたらす文化的背景をなしていることから、本
研究の推進により、効果的学修方法の提示が可能
となるならば、生涯学修者の増加を通して、現代
日本の諸困難に有効な一石を投じることにつなが
ると期待している。

１　本研究の目的

本研究の目的は、以下の通りである。
（１）  人間の生涯にわたる学修が取り上げられ

るようになった経緯を概括し、その特色
や必要性について、明らかにする。

（２）  人間の生涯にわたる学修方法は多岐にわ
たっているが、それらの中から特に、①
個人学修(事例研究)法、②スポーツ・運動
学修法、③心理劇的学修法④社会教育参
加型学修法(参加型学修法)をとりあげ、各
方法の実践例を紹介しつつ、その特色と
意義、効果を明らかにする。

（３）  諸方法の実践を通して得られた知見を基
に、今後へ向けての学修方法論的課題を
検討、学修推進への手がかりを明示する。

２　生涯教育と生涯学習

（１）生涯学修の前身としての生涯教育について
「生涯教育」とは、「いつでも・どこでも・だれ

でも」が、生涯にわたって主体的に学修し、より
よい自己の充実・成長をしていくことを社会的に
も保障していこうとするものである。

この理念・構想は、１９６５年１２月、パリで
開催されたユネスコ主催「第３回成人教育推進国
際委員会」において、ポール・ラングラン（Paul  
Lengrand）により提唱された「生涯教育」の理
念を契機として、世界各国でその構想を検討する
ようになった(1)。日本においても、その会議に日
本の代表として出席していた波多野完治によって
訳出された「社会教育の新しい動向―ユネスコの
国際会議を中心として―」１９６７年(２)、が公
表されて以来、政府の新しい指導理念として導入
されている。

それまで、教育といえば学校教育が中心的で
あったものを、家庭教育や社会教育を含めた総合
的な教育の体系を意味するのが生涯教育であり、
また、学校卒業後の職業従事期や退職後の老齢期
を含めた人間の一生涯にわたる教育や学習という
時系列と空間（場）の統合的教育理念としても位
置づけられている。この、当初「生涯教育」とし
て出発した理念や構想は、その後、「生涯学習」
に置き換えられながら進展してきている傾向がみ
られる。「生涯教育」か「生涯学習」かの論争ま
でもちあがった一時期もあったが、学習する側に
立てば、「生涯学習」がふさわしいし、その学習
者の学習を支援したり場の設定や制度化を進める
側に立てば「生涯教育」といっても差支えなく、
表裏一体の関係にあると考えられ、本稿において
は、あえて「生涯学修」という立場で進めたい。

今日、生涯にわたる学修は様々な課題を抱えつ
つも、今なおその根本理念は引き継がれ、日常生
活の諸場面において展開している。

なお、本研究における生涯学修とは、生涯学習
の理念をより実践面を強調して位置づけるもの
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で、あえて、「学修」として位置づけている。
（２）　生涯学習の必要性について

生涯にわたる学習はなぜ必要なのか。
① 急激な社会構造の変化に伴う社会的適応の必
要性

我が国の歴史的変遷過程においては、一部の特
権階級を除いての一般生活者は、食べること・着
ること・住まうことなど、いわゆる基本的生活を
維持するのが精一杯という時代さえあった。しか
し、１９６０年代に到来した経済機構・機能、機
械文明の著しい変革は、個人・家庭・職業・社会
生活にも多大な変化をもたらし、個々人や集団や
組織はその変化に適応していくため、必然的に学
習が必要になったのである。適応の過程で個々人
は、新たな知識・技術・態度を学ばざるを得なく
なるとともに、考え方や価値観を新たにし、新し
い自己の創造や生きがいを実現する状況に置かれ
ているのである。
② 学習行動圏の拡大による学習課題の深化

これまでの徒歩圏のみの学習圏は、交通網・通
信網の発達によって必然的に広域化し、人々の多
様な学習を可能にしている。それは人々に学習の
意欲さえあれば、学習の量においても質において
も深めることを可能にしている。生涯学習の内容
は知識のみならず人々との交流や様々な社会体験
をも含んでいることから、学習圏の広域化は、よ
り広く深い学習の必要性に貢献していると言え
る。
③ 他者との交流による仲間づくりの必要性

地域や社会の学習の場に参加することは、そこ
に学びの動機を同じくする他者との出会いの可能
性があることであり、再会を求めあったり、新た
な活動を創り出す仲間意識が醸成されることでも
ある。共に学び、共に成長する仲間がいてこそ、
多面的な深みのある学習効果が期待されよう。
④ 自己の人間形成の必要性

生活様式の合理化によってもたらされたゆとり
時間の確保は、人々に自己の内面を見つめたり、
自己の未来や生き方を考えるチャンスを与えてい
る。他者との共存を前提としつつも、自分自身の
幸せや生きがいを創るために、何をどのようにし
ていけばよいのか、その実現のためには、不断の

学習を必要とするのである。
３　生涯学習における学習方法について

人間がその生涯を幸福に生き続けるためには、
学習を欠くことができないことは前述のとおりで
あるが、その幸福をどう実現していくかは、個々
人の生きる価値観や考え方によるところが大き
く、その様相は多岐にわたっている。

（１）　辻功(１９９０)(３)は、学習方法の形態とし
て①個人学習　②集団学習　③集会学習に分類し
ている。①個人学習とは、個人がある学習目的を
達成するために、意図をもって計画的、継続的に、
主として「ひとりで」学習する形態であるとし、
②集団学習とは、成員同士がお互いに知り合いの
関係にあって、参加者全員が相互作用しながら関
わる学習であり、③集会学習とは、多くの学習者
が一堂に会してはいるが、お互いに未知の人たち
の集まりであり、相互作用もなく、むしろ学習者
一人ひとりが、講師・講演者とのみに心理的に結
合し、学習を進める形態である、としている。
(２)　土橋美歩は、学習方法を１）個人学習と２）
集合学習に分別、１）個人学習の種類として以下
の５つに分類している(４)。

①  印刷メデイアを利用した学習……テキスト
（社会通信教育やテレビ・ラジオの語学講座、
料理教室など）、新聞、図書類。

②  マスコミ利用の学習……テレビ、ラジオ、
放送大学講座、テレビ多重放送、ＣＡＴＶ、
新聞、雑誌、図書類等。

③  機器、メデイア利用の学習……ワープロ、
パソコン、インターネット、テープレコー
ダー、ＶＴＲ、ＣＤなど。

④  施設利用の学習……図書館、博物館、美術館、
公民館、生涯教育センター、視聴覚ライブ
ラリーなど。

⑤  学習相談や、情報提供などのサービス事業
の利用……学習機会、学習情報、学習方法
の援助など。

さらに、２）集合学習としては、以下の４つを
分類している。

①  集会学習……講演会や映画会、コンサート
などのような多人数の集まり。不特定多数
の集まり。
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②  集団学習……主に、学級・講座・教室など
のように、比較的少ない人数の者が共通の
テーマで行う学習会。

③  小集団学習……５・６人からせいぜい１５・
６人ぐらいまでの小集団でおこなう学習。
グループ学習ともいう。

④  個別学習……集団学習の個別化―個別に行
う技術的な学習や、器楽のレッスンなどに
適している。

以上は、形態や人数等の形式による視覚的にも
明確な分類であるが、他の一つの分類に人間存在
に立脚する分類がある
（３）松村康平は、人間存在の根源を「自己」

と「人」と「物」との関係に求め、人間は、この
自己と人と物とが密接不可分にかかわりあう「関
係的存在」であるとしている(５)。

この見方に立てば、学習者としての「自己」が、
関係状況「状況」において、どのような目的・課題・
を持ちつつ資料や器材「物」を媒介にして、他の
人々「人」とかかわりながら自身の生涯にわたる
幸せを実現していくか、ということになる。即ち、

①  自己が自己とかかわって進める学習方法：
瞑想法、回想法、自叙伝・作文法、身体運
動（スポーツ）、レクレーション、他

②  自己が人とかかわって進める学習方法：討
議・討論法、学習相談、ロールプレイ、心
理劇的方法、他

③  自己が物を媒介として進める学習方法：文
献・資料参照学習、視聴覚器材媒介による
学習、マスコミ媒介による学習、他

④  自己が場面や状況体験をしながら進める学
習方法：施設見学、講義・講演・学級参加学習、

を分類することが可能である。
要は、どのような分類をすれば、何を明らかに

し易いかで、方法を実践する側が選べばよいこと
であり、分類の優劣や上下はないものと考える。

本稿では、便宜的に人間存在の根源に照らしつ
つ、

①  自己が自己とかかわって進める学習方法と
して： 個人学修法(事例研究法)作文法、身体
運動（スポーツ）、レクレーション

②  自己が人とかかわって進める学習方法：ロー

ルプレイ、心理劇的方法、
③  自己が物(課題)を媒介として進める学修方

法：課題媒介討論法(ディベート)
として位置付け研究を進めるものである。

＜引用・参考文献＞
(１)  Paul　Lengrand　１９６５　「生涯教育教に

ついて」(ワーキングペーパー)ユネスコ主催
「第３回成人教育推進国際委員会」

(２)  波多野完治訳　１９６７　『社会教育の新しい
動向―ユネスコの国際会議を中心として―』 
日本ユネスコ国内委員会

(３)  辻　功　１９９０　「生涯学習の方法」『生
涯学習事典』(日本生涯教育学会編)　東京書
籍

(４)  土橋美歩　１９９８　『生涯学習の方法』学
芸図書(株)

(５)  松村康平他　１９９４　『関係学ハンドブッ
ク』(関係学ハンドブック編集委員会編)　
(有)関係学研究所

(６)  その他

４　生涯学習における学修方法の実践例

以上示したように、研究者の人間観や目的志向
性等の立場によって、さまざまな学習方法が挙げ
られるし、分類も可能である。本研究で「学習」
をあえて「学修」としたのは、①学習内容の中で
特に実践面を強調した内容であること、②本研究
に登場する参加者たちの体験を中心にまとめたも
のであり、学習をより特化したためである。

以下、諸学修方法についての研究報告と紹介を
するものである。

叙述の進め方については、以下のとおりとする。
Ⅰ　岡本かおり・谷口清「事例検討・研究を通し

ての学修と意義・効果について」
Ⅱ　宮田浩二「生涯スポーツとウエルネスライフ

の学修と効果
Ⅲ　佐藤啓子「学修方法としての『心理劇』の意

義と効果
Ⅳ　野島正也「社会教育における参加型学修の方

法技術の開発」　　　　　　(文責　佐藤啓子）
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Ⅰ　事例検討・研究を通しての学修と意義について

－個人が学ぶこと－

岡本　かおり・谷口　清(臨床心理学科)

１．生涯学習と事例研究
（１）心理学における事例研究

事例とは本来ある特徴、カテゴリー属性を示す
サンプル（標本）のことをいい、例証として取り
上げられる。すなわち、事例にはそれを事例とし
て取り上げる問題、理由が存在する。事例研究と
は、ある具体的な事例の成り立ち、経過を詳しく
調べ、分析・研究することによって、その背後に
ある原理や法則性などを究明し、一般的な法則・
理論を発見しようとすることをいい、事例研究法
はその方法を示す。

心 理 学 研 究 を 法 則 定 立 的（nomothetic） 研
究と個性記述的（idiographic）研究の2者に区
別 し た の はAllportだ が、 彼 は 個 性 記 述 的 研 究
では「臨床的に妥当な、単一事例の理解と制御
のために役立つ、生き生きとして特異な描写

（Allport,1942/1970）(1)」に重きが置かれると
述べた。下山（2003）(4)によると、事例研究法
は個性記述的研究にあたり、その目的は「特定の
事例が生起したコンテキストにそって、その領域
固有の意味を見出し、現実を理解するために有効
なモデルを構成する」ことにある。ここで気をつ
けたいのは、事例研究は法測定立に貢献していな
いわけではないという点である。というのも、事
例が数多く収集されれば、そのデータを量的研究
に転用して法則定立的研究を行うことが可能とな
る。あるいは、Allport（1942/1970）(1)が個性
記述的知識によって、一般法則がしばしば変容あ
るいは否定される可能性があると述べているよう
に、ある仮説の検証やモデルの修正を目的に事例
研究を行うことができる。さらには、ピアジェや
フロイトがそうであったように、多くの学問研究
は様々な事例の背後にある共通性、原理、法則の
発見を理論化し、その関係を明らかにすることを
通して発展してきた。事例研究は、いわば学問研
究の出発点であり、学問の発展に果たしてきた役
割は実に大きいといえよう。

しかし、事例研究の方法論はというと法測定立
を目的とする量的研究と比べ未確立といわざるを
得ない。一般的に事例が活きるように「厚い記
述」（Geertz,1973/1987）(2)が奨励されるが、説
明量が多ければよいわけではない。事例の特徴が
分かるように事象から重要な部分を切り取って記
述し、分析・考察を加え、説得力ある仮説を生成
することが求められる。河合（2001）(3)は、優
れた事例研究の条件として「間主観的普遍性」を
あげ、どれだけ他の事例と繋がることができるか
が重要であると述べている。事例研究法は、方法
論において自由度が高いだけに、研究者個々人に
よって、主観的記述に終始した事例報告に陥るこ
とのないよう、科学的態度を保つことが求められ
る。

（２）心理臨床領域における事例検討・事例研究
事例の取り上げ方は学問分野によって様々であ

るが、我々は臨床心理学という実践的分野に関
わっており、事例研究に接する機会が多い。そこ
で心理臨床領域において事例研究がいかにとらえ
られているかの検討を通して、事例研究法が生涯
学習の学習方法としていかなる位置を占めうるか
について検討することにした。心理臨床領域では
一般に事例と言うと、相談事例を指す。すなわち
ある人が当事者のみでは解決しがたい困難（問題)
を抱えて相談に訪れ、心理臨床家との間に治療契
約が成立した場合、心理臨床家はこれを相談事例
とする。それぞれの相談事例については事例への
対処の適切性をめぐって事例検討や事例研究が行
われる。

心理臨床領域の研究において注意を要する点
に、「事例検討」と「事例研究」がしばしば混同
されて使われること（下山, 2003）(4)や、初学者
が「事例研究」を意図して書いた論文が事例のプ
ロセスを追う「事例報告」にしかなっていない点
がある（遠藤、2004）(5)。本稿では、「事例研究」
と「事例検討」の違いは、研究目的の有無にある
と考える。実践的・臨床的問題解決のみをめざし
ている場合は「事例検討」である。問題解決への
営み、道筋が適切・妥当であるかどうかを検討す
るのが事例検討であり、その（個別的）問題（事
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例）が、理論的、実践的に未解決の問題に結びつ
く普遍性を持つと認識され、その理論的実践的問
題解決（研究目的）のための素材として提供され、
検討に付されたとき、それは「事例研究」となる。

「事例報告・事例検討」は、「事例研究」ほど洗練
されていないにしても、その延長線上に「事例研
究」が位置すると考える。

事例研究は、個々の事例の徹底的研究によって
大きな知見を得たフロイトやピアジェをみるまで
もなく、「臨床心理学の発展のためには欠かせな
い主要な研究法（武藤、1999）(6)」である。ま
た対人援助職にとっては「臨床の知（経験知）」（中
村,1992）(7)を含む「職業的専門性を獲得するた
めに欠かせない学習法（河合,2001）(8)」でもある。
その大きな理由に心理相談業務における「密室性」
がある。心理療法では、クライエントが安心して
内面と向き合う作業を進めるために、ラポール形
成を含めて、プライバシーが守られた空間、すな
わち「密室性」が保障されていなくてはならない。
他方同時に、心理療法の質の維持・向上のために
は、専門家間に面接内容が公表され、適切な対人
援助がなされているか、チェックを受け批評され
なくてはならない。臨床心理実践の質の維持、臨
床心理学の発展、クライエントの利益のために「事
例研究は是非とも必要（村瀬,2001）(9)」なので
ある。

このような理由から、心理臨床家とその周辺の
実践者にとって訓練の一つとして事例研究を行う
ことが奨励されている。面接を公開する方法には、
ワンウェイミラーを使った観察、指導者の陪席と
いったライブスーパービジョンの形式をとるもの
と、音声や画像、書面などの報告によって後日指
導を受ける形式がある。クライエントにとっても
負担が少なく、面接者にとっても特別な設備なし
に取り組める学習法としてあげられるものが、書
面等で報告される事例検討であり、臨床現場では
採用されやすい学習法となっている。

（３）生涯学習と事例検討・事例研究
生涯学習は自己研鑽、あるいは真・善・美の追

求を目指して各人が生涯を通して続ける学習活動
である。自身の周囲に起こる現象、あるいは世の

中の様々な事象を事例として取り上げ、その背後
にある関係を解明して、一般的法則性の理解に進
むことができるならば、それは大変意義のあるこ
とである。少なくとも、日々の様々な事象を「事
例」とみることによって、そこに潜む､ 問題、課
題の自覚化が促されるならば、学習活動への動機
付けの観点からも大変有効である。

心理臨床領域で行われている事例検討のプロセ
スを生涯学習の学習方法との関係でみると次のよ
うになる。事例をグループで検討する所謂「事例
検討会」は、事例の発表者、参加者ともに「小集
団学習」あるいは「集団学習」による集合学習の
形態となる。また、事例を発表する者は、事前に
事例と関わり記録をつけ、内容を検討し発表レジ
メにまとめる作業を行う。このプロセスは心理臨
床実践を行う者にとって、最も時間と労力をかけ
る部分である。職業活動と切り離せない部分であ
り、「自己が自己とかかわって進める学習方法」
に他ならない。「事例検討会」そのものは、発表
者と参加者、指導役となるスーパーヴァイザーが
加わり、質疑応答や意見交換等のディスカッショ
ンが行われる。それは「自己が人とかかわって進
める学習方法」といえる。そして、事例を深く理
解し考察するために、文献資料等を用いる場合は

「自己が物を媒介として進める学習方法」となり
得るし、事例の内容がカウンセリングや何らかの
支援活動である場合は、検討内容を実践の場に持
ち帰り、支援方法をさらに工夫したり改善したり
することが見込まれる。その点は「自己が場面や
状況体験をしながら進める学習方法」ということ
が出来る。

このように事例検討・研究は、技芸（Art）と
しての実践知（臨床の知）を磨くべき職業的発達
には欠かせない訓練法である。と同時に生涯学習
における学習方法の観点からみると、さまざまな
活動を併せ持つもので、各人のニーズと環境に合
わせて取り組むことができる身近な学習法といえ
る。また、事例検討・研究は、質的研究の側面を
強くもつので、現象との適切な距離を取りつつ、
特殊性を的確に抽出・記述する力、事実のもつ代
表性、普遍性を常に自覚して研究対象に迫る分析
力といった学習者の構えが欠かせない。
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（４）目的
以上、心理学における事例研究の位置、心理臨

床領域における学習形態としての事例検討・研究
の重要性、生涯学習の視点でとらえた事例検討・
研究のプロセス的側面を概観した。本稿は、心理
的対人援助職の訓練に欠かせない事例検討・研究
を生涯学習という視点でとらえ直し、この学習法
が個人にどのような学びを提供するのかを問う。
ここでは、事例検討・事例研究が混同されている
現状と同一線上に両者が存在する可能性を考慮
し、心理臨床家とその周辺に位置する者を対象に、
複数の領域において調査を行う。事例研究の生涯
学習的側面について先行研究が見当たらないため
探索的な調査である。指導者から厳しい指摘を受
けて傷つき、事例検討会への参加を避けるように
なってしまったケースが一部報告されている（岡
本、2007）(10)ため、事例検討・研究によって得
られる学びには負の効果があることを想定し、さ
まざまな体験が表現できるように自由記述部分の
分析を中心とする。

本稿の目的：①事例検討・研究に取り組むこと
によって、個人が体験する学びについて探索的な
調査を行い、諸相を記述する。②事例検討・研究
が、個人の生涯学習に果たす役割について探る。

２．方法
（１）調査対象

「事例検討」や「事例研究」を幅広く捉えるた
めに、教育相談領域と臨床心理実践における次の
４場面でデータを収集した。
①自らの臨床活動を素材に「事例研究」を行った
者への調査

2009年８～９月に実施。対象者は、８月に行
われたスクールカウンセラーの全国研修会で、自
らの学校臨床領域におけるカウンセリング活動を
調査報告し、事例研究として発表した臨床心理士
４名。研修会終了後、事例研究を行った感想を、
Ａ４判1枚程度に自由に記述してもらい提出を求
めた。 回収率100％。
②スーパーヴァイザーを招いて初めて「事例検討」
を行ったグループへの調査

2009年10月X日。公立中学校・公立教育相談
所に勤務している相談員７名（臨床心理士２名、
非臨床心理士５名）。外部から指導者を招いた事
例検討会は初めてというグループで、事例検討後
に質問紙を配布し、その場で記入してもらった。
教育相談をしていて困難に思うこと、相談員とし
てのやりがい、事例検討会に対するイメージ、実
際に事例検討を体験した感想等について、選択式
あるいは自由記述による回答を求めた。回収率
100％。
③定期的に「事例検討」を行っている者への調査

2010年１～２月。自治体からの委託で女性相
談業務を行っているＮＰＯ法人の女性団体の会員
を対象に質問紙調査を実施した。この団体は毎月
1回、事例検討を行っており、年に５～６回は指
導者を招いてスーパーヴィジョンの形で事例検討
をしている。質問項目は事例検討に関するイメー
ジ、カウンセリング業務をしていて困難に思うこ
と、事例検討の意味や感想についてであった。選
択式あるいは自由記述による回答を求めた。名簿
上の会員は21名だが、実際に相談業務を行って
いる会員は14名とのことであった。ミーティン
グ時に調査票を配布して、後日、個別の封筒に入
れて提出されたものを回収した。9名の質問票を
回収した（回収率45％）。
④「グループスーパーヴィジョン」の授業に参加
している大学院生への調査

2010年8月X日。半期の授業（15回）で、院生
が実践している心理面接について授業者がスー
パーヴァイザーとなって事例検討を行っている。
15回の授業で検討した事例は８件余りである。
授業終了後、受講生5名に事例検討に対する意識
や授業の感想等をＡ4判1枚程度の自由記述にて
提出を求めた。回収率100％。

（２）分析方法
４つの異なる領域から得られたデータから、事

例検討・事例研究における全体的な傾向を把握す
るため、「混沌たる素材から、新しい秩序を発見
したり、きずきあげたりする」発想法（川喜田、
1970）(11)であるＫＪ法を用いて分析を行った。
以下の手続きは「ＫＪ法１ラウンド」に準拠して
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いる。まず質問紙調査の自由記述部分を繰り返し
読んで全体を把握した後、「事例研究・事例検討
を行って気づいたこと」に関する反応を抜き出し、
一行程度に要約し、内容ごとに１枚のカードを作
成した。収集したカードは、大学教授1名、臨床
心理士1名、臨床心理学専攻の大学院生1名の合
計3名で協議しながら意味あるカテゴリーに分類
し、内容をよく表すようなカテゴリー名をつけて
いった。各カテゴリーはさらに数個のユニットに
まとめられ、要素間の関係を明らかにするために、
カテゴリーとユニットの関係を考慮して図解によ
る空間配置を行った。

３．結果と考察
２．（１）①～④の調査協力者合計は25名であっ

た。年齢の内訳は、20代６名、30代１名、40代
６名、50代８名、60代以上４名であった。性別
は男性2名、女性23名であった。相談業務では女
性スタッフの割合が大きいものだが、今回は調査
対象にＮＰＯ女性団体が含まれたこともあって女
性が９割以上を占めた。
「事例研究・事例検討を行って気づいたこと」

に関する回答部分を収集してカード化した結果、
149枚のカードが得られた。得られたカードの内
容を吟味し、グループ編成したところ、24個の
カテゴリーにまとめられた。１カテゴリーは２枚
～11枚のカードで構成された。24カテゴリーは、
さらに6個のユニットにまとめられ、それぞれの
要素がもっとも落ち着きのよい構図になるように
検討され、図Ⅰ－１が作成された。以下に各々の
ユニットとカテゴリーの特徴を記述する。ユニッ
トをゴシック体で、カテゴリーをアンダーライン
で、（　）はユニットやカテゴリーを構成するカー
ド数を示す。「　」は反応例を示し、反応例の数
字（①など）はデータが収集された調査対象を示
す。

（１）個人の成長（17）事例を検討することが、
自己の振り返り（６）につながる。それは「自分
自身の母親の事を思い出した②」という単純な過
去の想起から「自分自身の感情を再認識する③」
といった客観的な把握が含まれた。中には「自分

の臨床活動の節目にもなった①」という深みのあ
る体験も報告された。視野の広がりと深まり（９）：

「記録を検討して思いがけない発見をいくつかし
た①」「多様なケースがある、ということ、予想
外のことが多々起こりえるということを学んだ
④」等、他者が報告した事例に接したり、自分が
報告した事例について意見交換を行うことで、視
野が広がったという経験であった。

共有と安心（２）：「『お守り』をいつも持って
いるようなもの。安心して取り組むことが出来て
いる③」「自分の捉え方が自分だけでなく、他の
スクールカウンセラーにも共通するものであるこ
とが視えて、何かうれしく思え、ホッとしたこと
もあった①」。このカテゴリーはカード数は少な
いながら、本研究の対象者の特徴をよく表してい
る。心理相談では、密室性を保つ必要がある。ク
ライエントのプライバシーが保障され、カウンセ
ラーとクライエント間にラポールが形成されて初
めてカウンセリングが展開する。しかし、密室性
を過剰に保ったままでは、カウンセラーは仕事の
合理性を他者と確認することができない。そこで、
何らかの形で面接内容を公表し、専門家間の評価
を受ける必要が生じる。心理臨床領域での事例検
討は、クライエントのプライバシーを配慮し、参
加者には守秘義務が課せられ、専門家あるいはそ
れに準ずる者がこの点を十分に理解した上で行わ
れる。その意味で、事例検討は安心して事例を共
有し、専門性の維持・向上を目指して学び合う場
といえる。

（２）人間理解（３）　人間理解（３）という1つ
のカテゴリーで1ユニットが構成された。「様々
なケースを知ることでより深い人間理解を目指す
④」「女性の生きづらさの確認③」のように、事
例を検討し理解しようとすることで、悩みを持ち
ながら生きている人間そのものへの理解につなが
る。

（３）ケース理解と臨床への応用（32）

このユニットはすべて②～④の回答で占められ
た。事例検討で得たことを職場に持ち帰り、相談
場面で応用できるとした部分である。事例検討が
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図Ⅰ－１ 結果図：事例研究法から得られる気づき 
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現場での強い要請の下に行われていることが窺え
る結果であった。

ケース理解（６）：「様々な意見を聞き、Aさん
（提出されたケースのクライエント）の想像図が
えがき易くなった②」「共有のイメージをふくら
ます為に事例検討者（発表者）に質問をなげかけ
ると、その文章だけではわかりえない大切なこと、
イメージできることがでてくる②」というように、
事例についてのディスカションを通して、ケース
理解が深まる様子が窺えた。

臨床場面に活かす（10）：「初めてのカウンセ
リングの前に具体的に導入の仕方を教えていただ
いたのでシュミレーションができ本番で落ち着い
てやれた④」「ある理論や技法に偏ることなく『よ
り現実的な方法』をアドバイスとしていただける
ことが非常に在り難かった④」。このカテゴリー
は９枚が大学院生の感想で占められた。大学院生
は学内外の実習を通して初めて相談ケースを担当
する訓練生である。大学院生が担当するケースを
報告して議論するので、指導者も個人のニーズに
あった対応ができる。そのため、参加者の満足感
が高まると考えられた。

セッションの追体験と見立て（10）：「話を聞
きながら自分なりに見立ててみる④」、「他の人の
ケースを聞くときもCl側だけでなくTh側の反応
の仕方やそのときの心境なども質問したり想像し
たりして耳を傾けていた④」というように、発表
者の事例を参加者が想像力を駆使し、自分の面接
であるかのように体験しようとしていた。このカ
テゴリーは８カードが大学院生のカードで占めら
れた。臨床経験の不足を補うように、自主的に事
例を追体験し、ケースを見立てる練習を行う様子
からは、訓練生にとって実り多い学習法であるこ
とが示唆された。

検討内容の応用（６）では、事例検討の体験を
仕事全般において応用していこうとする前向きな
姿勢が示された。「一人のカウンセラーの体験は
限られているが、他者の事例検討に出させて頂く
ことによって、対処の仕方、考え方等多くのこと
が学べた③」、「日々かかえている事例に対して３
週間に一度来校するSCのアドバイスをもっと具
体的にいただきたいと改めて思いました②」など
のように、事例検討に良い印象をもち、さらに学
習を進めようという気持ちが喚起されていた。
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（４）事例研究の効用（35）

学びの場（４）：「学ぶ機会は多い方が良い②」
「もっと勉強したいと思う③」のように純粋に事
例検討、事例研究の場が個人の「学び」の場とし
て捉えられていた。

共同作業の良さ（10）：「一緒に考えてもらえ
てよかった③」といった共同作業ができる素朴な
喜びや、「他者から言われたことを受け入れる受
け入れないという柔軟性も身につく③」というメ
ンバーの相互作用が言及された部分である。「仲
間と内容をすり合わせていく段階が一番この調査
研究の中で充実していた①」というように、グルー
プの仲間意識と共同作業のプロセスが重要な要素
となっていた。

発表者の個性が見える（２）は、「事例を出し
た人の人柄への理解が得られる③」というように、
事例をどのように捉えているか示すことで、発表
者の個性が表現される。

学習と実践のつながり（３）は、「学習と実践
の間でいい循環が出来上がる④」「実際にケース
を持ちながらの学習はモチベーションも高くなる
④」というように、事例検討・研究で得られた知
見をフィードバックする場があるため、学習者の
動機づけが高い様子が述べられた。臨床場面に活
かすというカテゴリーとの違いは、意識的に事例
検討・研究という学習方法を捉えている視点であ
る。

客観的把握（11）：このカテゴリーは「ケース
資料をつくるときはできるだけ第三者にもわかる
ような客観的、具体的なものになるよう心がけた
④」を除いて、残りの10枚は①事例研究のメン
バーのカードで占められた。「自分の活動を記録
することで客観的に振り返れた①」「データ（数字）
で物事を切り取ってみると、はっきりしなかった
ことがはっきりする①」などである。事例研究と
いう形を取ることによって、学習者は“臨床活動”
から“研究活動”に立ち位置をシフトさせる。それ
にともなって“カウンセラー”から“研究者”に役割
交替が起こり、同じ事例を扱うにしても、データ
に対して距離が生じ、より客観的に捉えることが
できたと推測できる。ここでは「改めて自分の日

頃の仕事を振り返ってみて面白かった①」「客観
的に物事を見ていく視点として、非常に面白い
データが得られたように感じる」というように、
客観視できたことで生まれた気づきへの喜びが生
き生きと表現された。

参加者としてのメリット（５）：　事例検討は「話
を聞いているだけでも参考になった①」というオ
ブザーバー的な参加もあり得る。「常に発表者の
良い点を必ず認め、出来ればそれを本人に直接伝
えていきたい④」というように、参加者がどのよ
うな姿勢で参加するかによっても得られるものが
変わってくる。そのため、「他のメンバーからも
意見が自由に言える雰囲気がとてもよかった④」
のように、検討会の在り方や「参加者の意識によっ
て会の内容は大きく変わる②」という側面が述べ
られた。

（５）事例研究の成果（17）

ＳＣ役割の再検討（11）　このカテゴリーは「事
例研究」のコメントで占められた。自己の活動記
録をつけ内容を分析検討したことにより、“校内
連携、つなげる作業”という「仕事の役割を（改
めて）認識できた①」。「外堀をしっかり埋めなが
ら内側に入り込んでいく…そんなイメージが強く
なった①」「私学の仕事は、病院モデルに近いか
も知れない①」というように、仕事の役割につい
て熟考する機会となっていた。

研究テーマの深まり（マネジメント）（６）では、
「自分の中で自らの活動を監視する部分が育った
①」「学校臨床ではマネージメントの有効性なく
しては学校での臨床活動が成り立っていかないこ
とも改めて実感することができた①」などのよう
に、研究テーマに関して新しい視点を持ち、育て
ることができたという報告である。テーマを設定
し、事例を通して長時間研究テーマと関わったか
らこそ生まれた行動の変化といえよう。

（６）課題（45）

８カテゴリーで構成され、事例研究・事例検討
では、実際の事例を扱うため、実践に応用が効き
得るものも大きいが、安易には始められるもので
はなく配慮が必要な部分があることが窺えた。
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事例記述の難しさ（４）「事例によってはイメー
ジがしにくい④」「個人情報が漏れてしまう可能
性がある④」などで、相談業務の密室性をどのよ
うに保持し、クライエントの利益を保証するのか
という倫理的問題と関連する。

プレゼンテーションの反省（９）：事例は記述
され公表される過程で、プレゼンテーションをど
のように行うかという課題がある。「自分の発表
の心の準備と（他者の発表を）聞くことの両方が
気になった①」「多くのSCの皆さんの前に立つこ
との責任の重さを感じた①」「その後のフロアと
のやりとりについては、余裕がなく、うまく応え
られず、思い返したくない自分がいる①」など
で、事例研究①の発表では慣れないプレゼンテー
ションやディスカッションへの戸惑いがあった。
中には「発表者へのねぎらいを忘れずに批判は絶
対にしない④」と自分の行動を強く戒めている記
述もあった。事例を教材に学ぶということは、自
分の事例を参加者に分かるように公表するプレゼ
ンテーションの課題と、他者の行った心理臨床実
践についてどのように評価し伝えるのかというコ
ミュニケーションの課題が同時に存在していた。

事例検討の意義・役割（７）　では、「厳しい意
見もぜひ聞かせてほしい③」「適切ではなかった
行動や改善すればよいことなどがはっきり分かる
④」「ケースを出すことで、深く学ぶ場になり、
また反省の場でもあり、必要不可欠③」というよ
うに厳しい指導を望む声が少なくなかった。繰り
返しになるが、心理臨床実践はその密室性ゆえに、
専門性の維持と向上のために事例検討・事例研究
を行いそれぞれの実践を公表し、他者と意見交換
を行い、指導を受けることが欠かせない。事例検
討では、特に専門技術の獲得・向上のため、自ら
の心理臨床実践が適切であったかどうかの確認の
ために、超自我的な役割を期待されているようで
ある。

意味がない（５）：「漠然と曖昧に考えていまし
た②」「あまりうまくいったとは思えない③」と
いった感想も聞かれ、参加者の動機づけ次第で成
果には個人差があることが窺えた。

苦手意識（５）：「包み隠さず発表するというこ
とはとても勇気がいる④」「今までは怖いという

イメージが強く、緊張して参加することも多かっ
た②」「はずかしい③」などで、相談業務の内容
を公表することで自分が評価されてしまうことに
抵抗があり、批判されることへの恐れを持ってい
た。

発表者の傷つき（２）：このカテゴリーは2枚
のカードで構成されたが、「批判などをされた際
には発表者がとても傷つく恐れがあるので発表者
への配慮が必要④」「走り出して３～４年の間の

「事例検討会」は、この分野が未整備であったせ
いか、『つるし上げ』のような目にも会い、きつ
いものであった③」というように、実践を批判す
る、批判されて生じる“傷つき“に関するものであ
る。苦手意識と併せて考えると、事例検討に慎重
である者の存在が浮かび上がってくる。

事例研究法の限界（９）：「『自分のケースと似
たところがあるのでそのまま応用できる』と考え
るのは早計④」「結局、たくさん出た意見を吸収
しながら、最終的に自分でやって行くべきもの③」

などのように、自分の実践に直ちに応用できる
訳ではないと限界を意識していた。

事例がない（４）　事例研究や事例検討を行う
には研究対象となる事例を持っていなければなら
ない。心理臨床領域では心理面接のケースを持つ
ことであり、報告しやすい内容であったり検討点
が明確な内容であったりすることも必要になって
くる。従って「検討会で役立つような事例を持っ
ていない③」と思ったり、「発表する事例はどん
な点で選べばよいか③」という点が問題となる。
発表者の傷つき、苦手意識とともに、今後の事例
研究への参加意欲を左右するカテゴリーと考えら
れる。確かに事例研究、事例検討はともに、どの
ような事例をどのような視点に立って選ぶかとい
う点は重要である。しかし、どの事例を選んだと
しても、より実りある学習を体験するには、何に
ついて検討するのかというテーマの選択が重要な
ポイントになろう。初学者にとっては検討点の設
定について、指導者や参加者からアドバイスを受
けることが学びを助けることになるだろう。

４．討論
事例研究は既に述べたように個性記述的研究に
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分類され、一般的に客観性や、普遍性などの科学
性、因果的論理性については留保を求められる。
しかしながら事例を通して問題に関与する要因・
要素やそのプロセス、相互関係を総合的に理解し
うるという点では他にない特長を持っている。生
涯学習が仮説検証や法則定立のためというより
は、新たな視点の確立や隠れた要因の発見という、
仮説創造的な側面に力点があるとするならば、生
涯学習の方法として事例検討ないし事例研究はよ
り適した方法と見なし得よう。

本節では一般的に指摘される事例研究の制約を
踏まえつつ、本研究の結果から生涯学習の学習方
法として事例研究法が持つ有効性と限界について
若干の論点整理を行いたい。

本稿では事例研究法が生涯学習の実践的学習方
法としていかなる有効性を持ちうるかを検討する
ために、日頃相談事例に接し、あるいはその能力
の習得のために事例の検討や事例研究に関わるこ
との多い心理臨床家とその周辺の人たちを対象と
して、実際の事例検討会もしくは事例研究会に参
加した際の感想文を素材として、その意義、効果
の分析を行った。その結果、図Ⅰ－1に示すよう
にケース理解や研究テーマの深まり、SC役割の
再検討などの専門性の深化のみならず、個人の成
長や人間理解などの生涯学習のテーマに連なる成
果を参加者は感じ取っていた。他方で事例研究の
効用とともに、事例研究への消極姿勢などの課題
も浮き彫りになった。

本研究の特徴として(1)調査対象者自身が臨床
事例を有するかそれを志向している、(2)調査対
象①のように自身の活動そのものを事例として記
録、報告した経験に対する感想を含む、(3)対象
者自身の予備知識、専門性の程度は多様であると
いう３点を上げることができる。従って、事例研
究への積極的姿勢やその効果の質の高さも当然と
言える。事例検討会の参加者の多くは自己の活動
を他者の報告の中に投影し、シミュレーションす
ることを通して、より具体的且つ多面的に自己の
活動の反省と今後への手がかりの把握（すなわち
臨床の知の獲得）を行っている。他方で専門性や
予備知識が充分でないグループからは､ 業務への
自信のなさに由来すると思われる事例検討へのた

めらいや消極的姿勢が示された。
さて、事例研究は上述のように法則定立的と言

うよりは個性記述的側面を強く持つ。であればこ
そ、その個性の持つ代表性や典型性が問題となる。

「間主観的普遍性」をもった事例研究となるため
には、１つの事例を通して他の事例とどれだけ繋
がることができるかが重要である（河合,2001）
(3)。そのためには、記述の恣意性を排除し、客観
性、普遍性を常に意識しておく必要がある。柴坂

（1999）(12)はフィールドワークにおける「ちゃ
んとした」事例研究の条件について、ローデータ
の質のよさ、トライアンギュレーション、分析者
の視点や問題設定の明確化、事例の相対化、事例
を語るだけに留まらない報告者の広い視野、読者
が納得のいくデータの提示、報告において論理的
構成を保つことの7点をあげている。このように
事例と対峙し客観性と普遍性が維持できるように
なれば、本調査で課題にまとめられたカテゴリー
のいくつかは解決し、事例検討から事例研究へと
進むことが可能になるのではないだろうか。 

表Ⅰ－１に、本研究の結果から事例検討・事例
研究に期待される個人成長をまとめた。この表か
ら事例研究・事例検討はかなり具体的且つ広範な
個人の成長をもたらすことがわかる。事例研究も
しくは事例検討には、いずれも相当量のエネル
ギーとプロセスを要するが、本研究結果に見られ
るように適切に行われるならば、当初の予想を超
えた成長、効果がもたらされるものとみなすこと
ができる。

本研究では事例検討・事例研究によって相当
の個人的成長を期待し得ることを明らかにでき
た。すなわち生涯学習における学習方法として事
例研究ないしは事例検討の有効性を示すことがで
きた。ただし、事例研究と事例検討の差、あるい
は専門性や予備知識の差による効果の違い、さら
には建設的な自己成長を促すために必要な事例研
究の構成条件等の検討は今後の課題として残され
た。今後更に分析を進めたい。

付記　NPO法人カウンセリング研究会「ワール
ド」の皆様、M市さわやか学習会の皆様をはじめ，
調査協力者の皆様に厚くお礼申し上げます。分析
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手続きでは諸橋茜氏にご助力いただきました。こ
こに記して感謝いたします。
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表Ⅰ－１ 事例検討・事例研究法によって期待される個人成長 

変 化  類分習学 のもす促を化変

視野の広がり 
参加者との質疑・応答 

「小集団学習」「集団学習」の効果 
意見交換 

客観性の獲得 

事例の記録・記述 
「自己が自己とかかわって進める学習方法」 

報告書の作成・発表 

データの分析 
「自己が物を媒介として進める学習方法」 

科学の探求・科学的理解 

個人の成長  

人間・ケース理解 「自己が人とかかわって進める学習方法」 

学びの場 

「小集団学習」「集団学習」の効果  共同作業・仲間に認められる

体験 

職業人としてのスキルアップ 「自己が場面や状況体験をしながら進める 

学習方法」  職業人としての自信の獲得 
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Ⅱ 生涯スポーツとウエルネスライフ学修との意義・効果

宮田浩二(人間科学科)

1. はじめに

スポーツは、人々の暮らしの中で、生活に密着
してきており、文化として大変重要な意味を持つ
ものとなっている。そのような中で、「生涯スポー
ツ」は、すでに耳新しい言葉ではなくなってい
る。「生涯スポーツ」の核になる生涯学習（生涯
教育）という考え方は、ポール・ラングラン(Paul 
Lengrand)が中心となり、生涯学習の考え方の原
点を示した１）。1965年に、パリで開かれたユネ
スコ(国連教育科学文化機関)の第３回世界成人教
育推進委員会において提出したワーキングペー
パーの最初に、「教育は児童期、青年期で停止す
るものではない。それは、人間が生きている限り
つづけられるべきである」と述べている１）。つま
り、人間がこの世に生を受けてその生を全うする
までの間、学習（教育）が必要であることを意味
している。これは、変化の著しい現代社会におい
ては、学校期と呼ばれる期間に学習した内容だけ
では十分でなく、人間は一生学びつつけなければ
ならないということである。このことは、単に新
しい知識や技術を吸収することだけでなく、より
幸福でより充実した人生、いわゆるウエルネスラ
イフを過ごすことに繋がる。生涯スポーツは、そ
の理念の中に成り立っている言葉と言ってよいと
考えられる。例えば、生涯学習とスポーツとの関
わりは明確にされており、その後のわが国におけ
る生涯スポーツに関わる議論の中でも頻繁に引用
されている２）～４）。

また、小学校の新しい学習指導要領の目標には、
「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎
を育てる」と明記されている５）。これは、生涯
に渡ってスポーツを生活化することが学校体育に
求められていることを示唆している。生涯にわ
たって運動に親しむためには、幼少時期からのス
ポーツとの関わり方が重要であると考えられる。

また、現代社会は、「少子高齢化社会」であり、
余暇時間の増大に伴い、20年間で健康観や健康

づくりに関する考え方、政府の健康に関する政策
も変化しており、その方向性は、ウエルネスの概
念を基にした健康観と一致するところも多くなっ
てきている。それは、健康の維持・増進のために
ライフスタイルの改善に重点をおくことが、大切
になってきているからだと考えられる。

例えば、2002年には「健康日本21」６）を支
える法的基盤として、健康づくりをより強力に推
進するために、「健康増進法」が成立して、１０
年弱が過ぎた７）。健康増進法は、国民の健康維持
と現代病予防を目的として制定された法律であ
る。2001年に政府が策定した医療制度改革大綱
の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健
康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなけ
ればならない事を規定、制定したものである。

その1条の目的にあるように「この法律は、我
が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の
変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく
増大していることにかんがみ、国民の健康の増進
の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとと
もに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増
進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向
上を図ることを目的とする」とされている。

その第2条にあるように、国民の責務として「国
民は健康な生活習慣の重要性に関心と理解を深め
生涯に渡って、自らの健康状態を自覚するととも
に、健康の増進に努めなければならない」という
ことが法的に定められた。

同法の第3条にあるように、国や地方公共団体
の責務として「国及び地方公共団体は、教育活動
及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい
知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整
理、分析及び提供並びに研究の推進、健康の増進
に係る人材の養成及び資質の向上を図るととも
に、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、
必要な技術的援助を与えることに努めなければな
らない」となり、地方公共団体がこれまで以上に
健康の増進を積極的に推進していくことが義務づ
けられるようになってきた。

第４条では、健康増進事業実施者の責務として
「健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談そ
の他国民の健康の増進のために必要な事業（以下
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「健康増進事業」という。）を積極的に推進するよ
う努めなければならない」となっている。健康維
持を国民の義務としており、自治体や医療機関な
どに協力義務を課しているなどの特徴がある。

これらのことから、保健事業ばかりでなく、教
育現場においても、幅広い観点から健康を捉え直
し、現代の少子高齢化社会においてQOL（quality 
of life：生活の質の向上）の向上を追求し、健康
でより充実したウエルネスな人生を送ることが望
まれるようになってきている。

そこで、本研究では、生涯学習の実践的学習方
法との関わり（生涯学習社会）において、いかに
運動・スポーツを生活化していくことが重要なの
か、今回実施した「大学のスポーツ・運動に対す
る意識調査」の結果を参考にしながら検討してい
く。それにより、「健康を第一に考えるのではなく、
健康を生かした人生の過ごし方」の大切さを生涯
スポーツ・ウエルネスライフの観点から学習し実
践することが、生涯学習に繋がり、自分の人生に
責任を持ち、幸福で充実した人生を送ることに繋
がると考えられるからである。

２. 生涯スポーツについて

「生涯スポーツ」という言葉がこれほどまでに
脚光を浴びるようになった一つの要因として、
1989年の保健体育審議会答申「21世紀に向けた
スポーツ振興方策について」があげられる。この
答申の中で、21世紀に向けたスポーツ振興の一
環として「生涯スポーツ」に焦点が当てられてい
る。

生涯スポーツの定義に関する明確なコンセンサ
スはないが、ライフステージに焦点をあて、「幼
児期から高齢期に至る各ライフステージにおい
て、個人の年齢、体力、選好にあった運動やスポー
ツを継続して楽しむこと」と述べられている８）。
これは、ウエルネスライフを送るために、人生の
各ステージにおいて、自分自身の興味・関心に基
づく様々な文化的な欲求を充足していくことを意
味している。また、「すべての人々が各自の健康・
体力や運動機能の状況、興味・関心、目標、ライ
フスタイルなどに応じて、自主的、自発的に文化
としてのスポーツ活動を生涯にわたって学習し、

生活のなかに取り入れて、継続していくことであ
る」と述べている９）。

また、近年、生涯スポーツの観点から学校体育
を見直す動きがある。体育を「スポーツの教育」
または「運動の教育」というように、スポーツや
運動それ自体を教育することと捉えるようになっ
てきた９）。生涯スポーツとは、学校教育を含め
た生涯に渡るスポーツの学びの総称であり、生涯
学習の考え方を内包していると考えられる。

この学校体育と生涯スポーツの融合の例とし
て、ドイツの「スポーツ（Sport）」が挙げられる。
ドイツの学校体育においては、1970年代から
1980年代にかけて「体育」から「スポーツ」へ
という転換が行われた10）。これは、運動やスポー
ツを単なる発達刺激と捉えるのではなく、文化と
してのスポーツを学習すべき「内容」として捉え
直そうという動きでもあった。換言すると「手段
としての運動・スポーツ」から「目的・内容とし
ての運動・スポーツ」への転換である10）。この
ドイツにおけるこの例は、現在の日本の学校体育
が目指すべき方向性であり、生涯学習社会との連
携が必要であると考えられる。

以上の様に、生涯スポーツは、「記録や勝敗」
といった結果にこだわるよりは、「プレイやふれ
あい」というプロセスを楽しむことが大切である。
時には、結果にこだわらないでプレイや仲間との
ふれあいを重視することにより、スポーツ・運動
の効果も高まり、心身に良い影響を及ぼすことに
なる。楽しみながら継続していけた時、スポーツ
は、まさしくライフスタイルの一部となり、すべ
ての人々がそれぞれのライフステージ（各年齢期）
において、家庭・学校・地域社会が連携をとりな
がら、自分自身の興味や関心に基づき、いつでも
どこでも誰とでもスポーツを楽しむことができる
ことを意味している。このことは、体育やスポー
ツを生涯に渡る学習（教育）の一環として捉え、
スポーツを生活化し、他の文化領域や社会的な営
みと融合していくことになるであろう。

３-１.ウエルネス概念について

「ウエルネス」の概念は、1961年にアメリカ
の公衆衛生医のDr. Halbert.L.Dunnの著書｀High-
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Level Wellness`によって初めて提唱された11）。そ
の後、日本には、1980年代初頭になって、日本
ウエルネス協会と日本YMCA同盟が中心になっ
て、ウエルネスの理論と実践が行われてきた。
2004年には、日本ウエルネス学会が設立され、
ウエルネスの理論と実践について研究していく学
者、研究者、実践者の交流と研究発表の場になっ
ている12）。従来、健康を意味する言葉であった
ヘルス（Health）から、「より総合的で新しい意
味をもつ健康概念」として論じられた概念である。
ウエルネスの基本的な考え方は「より総合的で自
分の人生には自分で責任を持つことを知り、より
幸福でより充実した人生を送るために、自分の現
在のライフスタイルを点検し自分で変えなければ
ならないことに気づき、これを変革し続けていく
過程である。」と定義づけられる。

ウエルネスの考え方は、これまでの健康という
用語の概念を越えて、我々の生き方、人生そのも
のについて考え、我々がどのように生き、どのよ
うに死んで行くのかという、自分にとって最も良
い生き方を探求していくものである。

自分の日頃のライフスタイルを点検し、もっと
楽しく、より充実した人生を送るために、必要な
ことは何だろうかと探求し、学び、学んだことを
いかに楽しく実行していくことがウエルネスライ
フである。

３-２. ウエルネスなライフスタイル

ウエルネスなライフスタイルを考えるときに、
その基本となる概念は、図1に示すように5つの
領域で表すことができる。
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1) 情緒の領域（情動・エモーション）
怒り、悲しみ、喜びなどの自分の感情の表出方

法や感情的な行動を認識し、そのマネジメントの
仕方について学ぶこと。また、自分に対して過剰
になっているストレスを認識し、適切な対応方法
を学びストレスマネジメントを実行することであ
る。

2) 精神の領域（人生観、生きがい・スピリッツ）
人生観や生きがいについて考える。人間存在の

意味について考えたり、生きることの意味や意義・
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目的について、死について考えることも含まれる。
どのように生き、どのように死を迎えられるかに
ついて考え、これらについての認識と知識を深め
ることを指す。

3) 身体の領域（栄養、運動、休養）
① 身体活動（運動・スポーツ・レクリエーショ

ン等）や疾病に関する部分
② 食に関する部分
③ 休養や保養に関する部分
身体の各部分に関する知識、身体活動の必要性

やその方法について学ぶ。自分の現在の身体能力
を知ること。身体の生理に関する知識や生活習慣
病や他の疾病に関する知識、喫煙や薬物の害に関
する知識等について学習する。

また栄養や食事の取り方、食材や調理方法等の
食全般に関する事柄や、心身の疲労回復につなが
る休養や保養に関しての具体的方法について知る
ことも含まれる。

以上の３つの部分がこの領域の範囲となる。今
回は、生涯スポーツとの関わりから、①を中心に
捉え考えていくことにする。

4) 環境の領域（社会的環境、自然環境）
環境の領域は、社会的環境と自然環境の部分に

区別される。
社会的環境

家庭、地域、学校、職場における行動、人間関
係や社会的位置と存在について考える。

自分の現在の社会的環境の中でどのような人間
関係を持っていくか、その対処方法を身につけ、
よりよい関係へ変革していく。広くは、他国の人々
との関係、国と国との関係も含まれる。

自然環境
自分と身の回りの自然の存在について気づき、

自然とのかかわり方について考える。
・人間も自然の一部であるにすぎないことを知り、
自然と人との良好な関係について考える。ここで
は、公害、ゴミ問題に関する知識を持ち実行する
ことと地球環境についての認識や知識を深めるこ
とを指す。

5) 価値の領域（物の見方、考え方）
自分が何に価値を見出しているか、或いは、何

に価値を置いて行動しているかを考え認識する。
人がある行動を取る時には、自分の価値観を基準
にして行動する。行動の変容は、価値観の変化が
必要であることを認識する。価値観を変化させる
には、物の見方、考え方を変える必要があること
を知る。

ライフスタイルを変えるには、この価値観の変
化なしには、行動変容は起こらないので、価値観
の変化について、その方法や考え方を学んでいく。

中でも「価値」の領域は、他の領域に全て関連
し、中心であり、それぞれに影響を与えていると
いえる。

以上の領域を踏まえ、我々の日々の暮らし方、
いわゆるライフスタイルを見つめ、ただ単に病気
になりにくいライフスタイルを身につけることに
留まらず、定義にもあるように、より楽しく、よ
り充実した人生を送ることを考えていくことであ
る。その為には、常に「気づき」が大切であり、
ウエルネスの学習モデル（図2）にあるように「気
づき→学習→行動→評価」を繰り返し、より高い
レベルである「ハイレベルウエルネス」を目指し
行動変容をしていくことが重要である（図２）。

４．意識調査

生涯学習の実践的学習方法の方策を得る手がか
りとして、大学生を対象にこれまで行ってきた学
校体育と生涯スポーツの関係について、沖縄M大
学と関東B大学の大学生を対象にスポーツ・運動
に対する意識調査を行った。

調査対象
1)対象者

本研究における対象者は、調査に回答した147
名(19.1歳、SD=0.92)を用いた。内訳は次の通り
である。

＊M大学人間健康学部所属の大学生
　（79人，18.6歳，SD＝0.82）
＊B大学人間科学部所属の大学生
　（68人，19.7歳，SD＝0.64）
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2)調査期間
日　時
2009年8月19日～9月15日

3)調査方法
調査用紙：常本の作成した調査用紙にスポーツ

の意義や指導者像等の項目を追加した調査用紙を
用いて実施した15）。

4)分析方法
問に対し、１．よく思う　２．時々思う　３．

ほとんど思わない　４．思わない
の４件法により回答を求め、対象者の割合によっ
て分析を行った。

また、自由記述によって回答を求めた。

表１　自由記述式アンケートの結果

１．楽しい機能
・共に身体を動かす楽しさを伝える
・子どもと楽しくできる場を作る
・楽しんでできる授業（教材）を工夫する

２．子どもの立場の機能
・えこひいきをしない平等な評価をする
・人間性を磨いていく
・プロセスを大切にする

３．教える立場の機能
・時に厳しく、優しくできる
・人間性がある
・子どもと一緒に取り組める
・信頼され、魅力がある
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１．楽しい機能 

 ・共に身体を動かす楽しさを伝える 

 ・子どもと楽しくできる場を作る 

 ・楽しんでできる授業（教材）を工夫する 

２．子どもの立場の機能 

 ・えこひいきをしない平等な評価をする 

 ・人間性を磨いていく 

 ・プロセスを大切にする 

３．教える立場の機能 

 ・時に厳しく、優しくできる 

 ・人間性がある 

 ・子どもと一緒に取り組める 

・ 信頼され、魅力がある 
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 質問項目２７問中新たに追加した６項目を中心に行った。 

問２２、２３、２４、２６について図３〜６に示した。 

 全体的な傾向としては、表の通り４つの問に対して、両群の対象者とも同等の傾向を示し

た。 

１）スポーツ・運動をすることによる健康の維持・増進に対する意識（問２２） 

 「１．よく思う」が M群は、87.3%、B 群は、77.9%、「２．時々思う」を含めると 90％強

が、スポーツ・運動を行うことによって健康の維持・増進につながると考えていることが

示された。このことについて、落合らは、今日のスポーツの普及にはめざましいものがあ

り、歓迎すべきであるが、スポーツ指導に携わる者がある種の流行の勢いにのって、本来

大切にすべき事がらを見失ったまま指導を展開してしまうことも少なくないと述べている
１６）。いわゆるそれは、人々がどのような思いからスポーツを行った場合でも、本来大切に

しなければならないことは、スポーツによる心身の健康の維持・増進であることにつなが

ると思われる。 

 

２）スポーツ・運動をやりたいがために健康でありたいかに対する意識（問２３） 

 「１．よく思う」が M 群は、68.4%、B 群は、44.1%、「２．時々思う」が M 群は、30.4%、

B 群は、32.4%であり、１、２を含めると M 群は、98.8%に対して、B 群は、76.5%にとどま

った。「３．ほとんど思わない」M 群は、1.3%に対し、B 群は、19.1%を示した。これは、M
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５．結果・考察

質問項目２７問中新たに追加した６項目を中心
に行った。

問２２、２３、２４、２６について図３～６に
示した。

全体的な傾向としては、表の通り４つの問に対
して、両群の対象者とも同等の傾向を示した。
１）スポーツ・運動をすることによる健康の維持・
増進に対する意識（問２２）
「 １． よ く 思 う 」 がM群 は、87.3 %、B群 は、

77.9%、「２．時々思う」を含めると90％強が、
スポーツ・運動を行うことによって健康の維持・
増進につながると考えていることが示された。こ
のことについて、落合らは、今日のスポーツの普
及にはめざましいものがあり、歓迎すべきである
が、スポーツ指導に携わる者がある種の流行の勢
いにのって、本来大切にすべき事がらを見失った
まま指導を展開してしまうことも少なくないと述
べている16）。それは、人々がどのような思いか
らスポーツを行った場合でも、本来大切にしなけ
ればならないことは、スポーツによる心身の健康
の維持・増進であることにつながると思われる。

２）スポーツ・運動をやりたいがために健康であ
りたいかに対する意識（問２３）
「 １． よ く 思 う 」 がM群 は、68.4 %、B群 は、

44.1%、「２．時々思う」がM群は、30.4%、B群は、
32.4%であり、１、２を含めるとM群は、98.8%
に対して、B群は、76.5%にとどまった。「３．ほ
とんど思わない」M群は、1.3%に対し、B群は、
19.1%を示した。これは、M群の対象者は、大学
の授業において、「人間の生き方」、「人間が心身
を充実させてよりよく生きること」について学ぶ
ことを基本理念とし、「スポーツ」、「健康」およ
び「看護」を通して科学的に探求・究明する科目
を履修しており、人間と健康、運動と健康の理解
の点で、相違が示されたと思われる。また、スポー
ツを中核としたライフスタイルにも相違があった
と思われる。

３）スポーツ・運動を行うことは、意義・価値が
あるかに対する意識（問２４、問２５）

「 １． よ く 思 う 」 がM群 は、70.9 %、B群 は、
69.1%、「２．時々思う」を含めると90％強が、
スポーツ・運動を行うことは、意義・価値がある
と考えている。問２３の記述にもあるように、ス
ポーツ・運動を行うことによって、人間性が高ま
り、人生がより充実することに貢献できると考え
ている。これは、ウエルネスの概念にも通じると
ころがあり興味あるところである。また、気分転
換、仲間との交流・コミュニケーションを挙げて
おり、また、特に非日常活動におけるストレスの
解消につながるという回答が20％を占めた。こ
れは、現代の生活は、テクノロジーの急速な発展
に伴い、日々の生活がきわめてストレスの高いも
のになっていることに起因していると考えられ
る。竹中は、スポーツ・運動は、現代人の運動不
足に起因する疾患にとどまらず、現在では、その
心理的な効果が期待されていると述べている17）。
さらにその恩恵として、一方ではメンタルヘルス
やストレス対処のための実際的な予防措置として
利用され、他方ではうつ病、不安神経症などの感
情障害の治療としても注目されていると述べてい
る17）。ただ単に、身体的なことばかりではなく、
そのような観点に意義を感じていることは、大変
意義のあることと思われる。

４）今後、生涯に渡ってスポーツ・運動を生活
の中に取り入れていきたいかに対する意識（問
２６）
「 １． よ く 思 う 」 がM群 は、73.1 %、B群 は、

58.8%、「２．時々思う」を含めると90％強が、
今後、生涯に渡ってスポーツ・運動を生活の中に
取り入れていきたいと考えている。これは、前述
した、生涯スポーツの観点に相通ずるところであ
ろう。生涯に渡ってスポーツと親しみ、実践して
いくことにより、スポーツが、人々にとって自己
実現、あるいは一層自分らしくなるための手段で
あると考えられる。ウエルネスライフを通しての
生涯は、ただ単に衣食住が満ち足り、子孫を残す
ことができたということではなく、様々な学問や
芸術などに触れ、多くの感動や喜びを経験するこ
とである。「スポーツを行い」「スポーツを観戦す
る」このような活動は、様々な感動や喜びを潤沢
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に享受できる可能性を秘めており、まさに「文化
的」な活動であるといえる２）。つまり、生涯に渡っ
てスポーツ・運動を生活の中に取り入れることは、

「人間らしい」生涯を過ごす上で、極めて重要な
意味を持っていると考えられる。

５）あなたが理想とする先生（指導者）像につい
ての自由記述（望む指導法を含む）

表１は、問に対し、自由記述で行ったアンケー
トをKJ法でまとめた結果である。これにより、
理想とする先生（指導者）像は、以下の機能が存
在すると考えられる。
①楽しい機能

子どもたちと楽しさを共有でき、スポーツの楽
しさを工夫しながら教えることの出来る指導者で
ある。
②子どもの立場の機能

常に子どもの目線に立って指導ができ、えこひ
いきしないで平等に教えることの出来る指導者で
ある。
③教える立場の機能

子どもと一緒に取り組め、人間性があり、信頼
され、魅力のある指導である。

これらの結果から、スポーツ・運動の「楽し
さ」を感じさせる指導は重要であり、「好き」を
増強させ、継続的に「好き」を自覚させるために
は、行動科学の観点を踏まえた介入も重要である
18）。重要な構成概念のひとつにセルフエフィカ
シ ー（self-efficacy:SE） あ る と 竹 中（2003） は
述べている。このことは、スポーツ・運動ができ
るようになったりして、言葉には表現しがたい充
実感が生まれる。杉原は、運動に関する有能感

（competence,コンピテンス）を自己認知するこ
とで、運動が好きになっていくと述べている19）。
児童が運動の楽しさ、魅力に触れられるように指
導を工夫し、信頼される指導者が望まれている。

６．まとめにかえて

本研究は、生涯学習の実践的学習方法につい
て、生涯スポーツとウエルネスライフの観点か
ら、どのような意義・効果があるかを確認するこ
とであった。現在、学校体育の現場では、「楽しさ」

や「かかわり」を強調した授業が盛んに実践され
ている。このことは、金崎９）の『スポーツで教
える』（手段的価値）から『スポーツを教える』（目
的的価値）への変化であり、前述したドイツにお
けるスポーツの転換に繋がり、文化として、スポー
ツを捉え、生涯に渡ってスポーツを続けることは、
ウエルネスライフの生涯を送ることに繋がるとい
う点において意味があるであろう。

アンケートの結果にあったように、運動が出来
ない子どもも、出来る子どもも「スポーツを教え
る」ことによって、同じスポーツを楽しめる展開
が今後、さらに望まれてくるであろう。これは、
スポーツ文化の観点からも重要である。現代文化
は、身体を疎外しているといわれている。都市化
による自然体感の減少、労働の間接化、疑似経験
の産業組織化、情報も含めた「もの」の世界に
おける奥行きのない表面的な人工物化、そして、
人間関係の多数化・一時化・表面化は、「生きて
はたらいている身体」をなおざりにしている20）。
これは、スポーツが、身体的、精神的、社会的に
様々な意味や機能を発揮する可能性を持っている
ことに関わっている。スポーツは、単に生きるの
ではなく、より良く生きるための工夫として、芸
術や学問や宗教と同じように、人間が生み出し育
ててきた文化である。そのような観点から、スポー
ツは、まさに現代における「身体の復権」を要請
する身体文化であるといえる。

生涯学習の実践において、生涯スポーツは、学
生が日常的な授業において得た知識を健康・ス
ポーツ系の授業の中で、体を通してより具体的に
学んでいくプロセスに関連しており、ウエルネス
ライフに繋がっていくと考えられる。これは、ス
ポーツによる身体化に繋がり、人間科学科の提供
する、遊びや自然に関する授業等にも、また、健
康・スポーツ系の授業の中で、体を通してより具
体的に学んでいくプロセスとの接点があると考え
ている。

例えば、「生涯スポーツ論」という授業は、理
論形式で生涯スポーツについて学習する内容であ
るが、この学びを身体化するために、仮にスポー
ツライフ等に携わるスポーツ活動（スキー、ゴル
フ、キャンプ等々）・実習等を行うことにより、
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理論的な学びが身体的に理解されることに繋がっ
ていく。この経験が、まさしく、生涯学習の実践
的学習方法であり、生涯に渡ってスポーツの生活
化に結びついていくと考える。

ドイツにおけるスポーツ指導要領では、スポー
ツ的自立を挙げている。「スポーツにおいて自立
し、スポーツに対して自立している。そのような
人だけが生涯に渡ってスポーツを価値ある生活内
容にすることができる」とされ、スポーツを適切
に学習することの重要性だけでなく、「自立」と
いう方向性を示している２）。人々がスポーツ的
に自立し、スポーツと豊かに関わり続けるために
は、学習者自体が学習そのものを主体的に展開し
ていくことが必要であることを意味している。こ
のことは、ウエルネスの学習モデルに関連し、単
に、与えられたプログラムを行うのではなく、自
己責任において、自ら考え、社会的環境に働きか
けていくことが大切であると思われる。ライフス
タイルの変革に気づき、このことが行動変容に繋
がると考えられる。

以上のことを踏まえ、スポーツは、世界共通の
身体を通しての文化である。そこで、コミュニ
ケーション手段としてのスポーツは、一人ひとり
の健康をベースとした幸福に繋がると考えられて
いる。（世界の平和を築くことを実現する最大の
糸口として）生涯に渡るスポーツによって築かれ
るウエルネライフが、生涯学習に求められている
ようである。
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Ⅲ　学修方法としての「心理劇」の意義と効果

佐藤啓子(人間科学科)
１　学修方法としての心理劇について

人間についての研究を進めるとき、一方では人
間に関する客観性や法則性を明らかにしていくこ
とは極めて重要であると同時に、他方では人間と
しての特性であるが故に、決して数理や統計に
よってのみ明らかにされることが全てではではな
いことは周知の事実である。一人の人にとっての
真実であっても、他の人々にとって真実であると
は言えないという理由で、その事実を蔑ろにはで
きないし、感性や情緒、主観性は人間にとっての
特有性であるが故に、科学的に証明できなくとも、
特別な意味を持っている。むしろ、そうした特質
をありのままにひっくるめてとらえ、位置づけ追
及する方法が人間生活に密着した発展的ヒントを
与えやすいこともある。心理劇的学修方法は、そ
のひとつであるといえる。

このことに関連して、元文教大学の学長であり、
本学人間科学部の創設者でもある水島恵一は、以
下のように適切に表現している(1)。(１９７６)

複雑な人間社会事象を科学的にとらえるための
最大の観点は行動科学的観点であり、それは、

(１)  手続きの公開
(２)  定義の精密化(操作的定義)
(３)  データー収集方法の客観性
(４)  諸事実の再現可能性(追試によって確かめ

得ること)
(５)  特殊な事例の累積を通して、一般的法則が

導かれること
(６)  説明、整理、予測可能性の期待

として要約し得るものである。しかし、この科学
的・客観的研究方法を重要視しつつも、複雑な人
間事象、社会事象をとらえようとするときには、
厳密に行動科学的にとらえ得る面だけでは済まさ
れなくなってきている。統計的蓋然性で満足しえ
ない最大の理由は、例外的個人を「例外」として
疎外してしまえないからである。ゲシュタルトそ
のものの把握を可能にし、ありのままの現象その
ものに迫ろうとする方法論が必要になるのであ

る、としている。それを可能にする側面として、
(１)  本質直感による理解
(２)  個別的具体的理解
(３)  共感的認識と実践的認識
(４) 概念的理解と直感の統合
(５)   直観的認識の普遍性

をあげている。
そして、これらの側面を含めた人間学的方法が、

行動科学的方法と携えて今後の人間科学を人間と
生活の事実に即して豊かにしてゆくことが期待さ
れる、と結んでいる。

ここで紹介しようとしている「心理劇法」によ
る実践報告は、まさにその期待に応える一端であ
ると言えよう。

心理劇的方法とは、人間生活を縮図的に用意し
た場面において、日常生活さながらに自発的・即
興的に役割を演じながら、課題解決の可能性を探
り、自己を開発していく教育・学習・治療・矯正・
養成等の方法である。

こ の 心 理 劇 法（PSYCHODRAMA） は、
J.L.MORENO（1899～1974）によって創始され
た。モレノは当初、臨床的な意味合いを強めて実
施していたのであるが、１９５０年代に、外林・
松村・石井らによって日本へ導入されて以来、日
本に固有な形で発展してきている。特に松村は、
心理劇を研究・学習・臨床・医療・看護・矯正・
企業へと通路を開き、人間生活の諸場面での活用
を可能にしてきている。

筆者は、１９６０年代に直接松村に学び、その
後就任した文教大学において学生や地域の人々と
ともに心理劇を展開し続けて４０年以上になる。

今回報告する学修方法としての心理劇は、その
松村に学んだ心理劇に基づきつつも、筆者なりに
新しさを加え、長年にわたって実施し続けてきた
講座、「生涯学習の方法」における展開例を１つ
のプログラム案として紹介するものである。

２　目的及び方法

(１)　目的
① 　前述の概要をもとに、その具体的な実践経

過を明らかにし、生涯学修の方法における１
方法としての「心理劇法」を、実例とともに
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教育プログラム案として提示する。
② 　そのプログラムへの参加者の感想から、気

づきを基にした「育ち」を明らかにする。
(２)　方法

① 　方法：心理劇法及び参加観察法
② 　実施方法：集中夏合宿
　・ 実施時期：２００９年８月９日(日)～１２

日(水)
　・ 実施場所：文教大学学園寮(山梨県八ヶ岳)
　・ 参加者：文教大学人間科学部人間教育コー

ス「生涯学習の方法」受講生８７名
　　およびスタッフ４名(筆者を含む)

３　教育プログラムとしての「心理劇法」の試案

と実践

(１)　特色
本講座への参加者は、「心理劇法」について、

これまで聞いたことも体験したこともないという
受講生たちが大部分である。そのため、主として
頭脳を働かせる知識獲得の学習が中心であった学
習方法から、心と身体を含めて五感をフルに使う
学習方法へ無理なく参加できるよう、ウォーミン
グアップにかなりの時間をかけ、その体験を経た
後に、徐々に課題解決的な心理劇へ移行できるよ
うに立案した初心者向けプログラム案である。

(２)　プログラム内容
・ プログラム内容は、表Ⅲ―１に示すとおりで

ある。

(３)　プログラムの学修方法
① 　プログラム実施前に、指導者（筆者）は本

教育プログラムが特色ある内容で、研究・教
育的にも意義のあることから、場合によって
は社会的に公表する場合のあることを受講生
に伝え、了承を得ている。

② 　受講生は、用意されたプログラムに基づい
て学修を進め、セッション毎に設定された時
間内に自分のノートに感想を記入する。その
日の最後に１日のまとめと感想を、与えられ
た用紙に記入して提出する。

③ 　同時に「自己評価票(図)」にも記入し、併

せて提出する。(表Ⅲ―２)
④ 　指導者グル―プはその日のうちに全感想文

を読み、特色ある感想文数例を翌朝紹介し、
他者との学びあいの機会とする。

(４)　実践結果及び考察
１)　自己評価票に基づく結果と考察

前述した「自己評価票(図)」は、受講生が授業
内容全体を把握しながら整理してみるという観点
から、予め担当者が用意した視点に基づいて記入
する方法とした。その視点とは、①自分自身につ
いて　②他の受講生との関係について　③指導者
との関係について　④授業内容について　⑤授業
の進め方について　⑥学修の場(環境)について、
である。

これらの視点を１段階(満足度低)から６段階(満
足度高)に評価基準を設定し、受講生自身の判断
基準に基づいて記入してもらった結果が、表Ⅲ―
３である。受講生は、４日間のセッション終了後、
毎日記録して提出したのであるが、ここでは変化
を分かりやすくするため、便宜的に個人別の総合
得点と視点間の総合得点と平均点を示しつつ、初
日と最終日の得点のみを一覧表にして示してい
る。また、右端の欄には、最終日の得点から初日
の得点差を示した。

この結果によると、最終日の得点から初日の得
点差が、最大＋１４、最小－１４と、各１名づつ
ではあるが、大幅な差が見られる。参加の仕方に
よってはそれぞれの受講生が、指導者の気付かな
い所で幅のある体験をしているということであ
る。表面的には指導者の指示に素直に従っている
かに見えても、内面的には極端に差のある体験を
していることがある、ということを物語っている。

また、プラス・マイナス０という結果的には変
化がないように見える数値結果を示している事例
も６例（全体の約７％）見られるが、数値的には
変化なしのように見えても視点別にはそれぞれ変
化していたり、３６点(満点)→３６点(満点)とい
う変化なしの事例もある。何との関係で変化した
り、しなかったりしているのかを見極める指導者
側の分析力が求められることが、考察される。
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表Ⅲ－１ 

 目日２第 目日１第 

 

第

１

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

9:00 

 

～ 

 

10:30 

 〉法技ンョシーケニュミコ〈 

ねらい 展 開 

1. 日常生活の縮図的場面にお

ける様々な対人関係的コミュニ

ケーション体験をする。 

2. コミュニケーションを活性

化するために必要なことを見出

す。 

①３人１組になって目・耳・口

の不自由な人の役割をとって

交流する。 

②６～７人１組のグループに

なり相互の役割と場面を決め

て自発的・創造的にふるまって

みる。 

 

第

２

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

10:40 

 

～ 

 

12:00 

 〉修学ンータパの方りわかか〈 

ねらい 展 開 

1. 人間生活を進めているとき

に、基本的な５つのかかわり方の

ある事を知り、体験的に学修す

る。 

2. 日常生活諸場面において、課

題解決的に「かかわり」体験をす

る。 

①５つのかかわり方として 

・内在的 ・内接的 ・接在

的 ・外接的 ・外在的 

かかわり方を体験する。 

②生活場面例として 

・１つしかない物を取り合う

・子どもの進路をめぐって 

等における適用学修 

 

第

３

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

13:00 

 

～ 

 

15:00 

〈心理劇へのウォーミングアップ（1）〉 〈ストーリー完成の技法〉 

ねらい 展 開 ねらい 展 開 

1. 生涯学修方法の一例と

しての「心理劇法」について、

基礎的知識・理論の学習をす

る。 

2. 行為化へのウォーミン

グアップ（身体を動かしなが

ら体験的に学ぶことへの馴

らし） 

・配布資料に基づく文献学

習 

・様々な出会い体験 

・位置の移動 

・対人的距離,位置,上下の

変動体験 

・２人→３人→６人→小集

団における対人交流 

1. 豊かな対人交流のためには、

想像性や創造性が大切であるこ

とを知る。 

2. 小集団内でチームとして想

像性を育みあう体験学修をする。 

①６人１組となり、順次リレー

式に創作ストーリーを完成さ

せる。最初の人は最終のまとめ

をし、完成させる。 

②各グループで１つだけ選ん

で表演する。 

 

第

４

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

15:10 

 

～ 

 

17:00 

〈心理劇へのウォーミングアップ（2）〉 〈絵本劇場の技法〉 

ねらい 展 開 ねらい 展 開 

1. 役割取得・演技体験の学

修 

2. 自己と他者関係認識の

学修 

3. 物になる体験、物を操作

する体験の学修 

・７～８人１組のグループ

をつくり、グループ毎に 

①ローリングの技法(物媒

介対人交流) 

②中心移動による役割演

技体験 

③いいとこ探し 

④彫刻の技法 

・既存の絵本に学びつつ、 その

筋書きにそって、役割を分担し、

実演する。 

(想像性の行為による具現化) 

①７～８人１組のグループを

つくり、各グループ毎に１冊の

絵本を媒介に、筋書きに忠実に

演技する。 

②各グループ毎に全員の前で

表演する。 

会場 文教大学八ヶ岳寮 

 

 目日４第 目日３第 

 

第

１

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

9:00 

 

～ 

 

10:30 

）1（括総の修学的劇理心〈 〉法技の我自助補〈 〉 

ねらい 展 開 ねらい 展 開 

1. 対人関係がスムーズに

展開するためには、人と人と

の「間」的役割が機能してい

ることが多いことを体験的

に学修する。 

2. それは「補助自我的役

割」とよばれ、その諸側面を、

体験的に学修する。 

①ミラー、ダブル、トリプ

ルの役割体験学習 

②A と Bとの対立関係に C

が間的にかかわるとき 

③恋人同士のトラブルを

めぐって―友人が間的に

どうかかわるか― 

1. 合宿の最終日であることを

考慮し、身体活動を中心にして、

心と身体を解放する。 

2. 身体的活動を媒介にしつつ、

チームとしての昂揚・結束体験を

する。 

①ジャンケンにての勝ち負け

を活かし、５人抜きで順に一列

になり、全体を８～10 人１組

の小グループをつくる。 

②グループ別空気のボールを

活かした対抗試合 

・ムカデ競走 

・ボール送り

③全体で空気の大縄飛びの実

施 

 

第

２

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

10:40 

 

～ 

 

12:00 

）2（括総の修学的劇理心〈 〉法技の督監〈 〉 

ねらい 展 開 ねらい 展 開 

1. 小集団のリーダー的役

割について学修する。 

2. 心理劇的監督の役割と

して 

①場面操作 ②時間操作 

③関係操作を体験学修する。

 

①３人１組となり、コンピ

ューターの技法。A の悩ん

でいることを Bが整理し、

C がその解決方法を述べ、A

が感想を述べる。 

②日常生活の様々な場面

を空間的、時間的、人間関

係的に変化させつつ、場面

設定を図る。 

1. 人間の生涯(半生)にわたっ

ての｢生きる｣ことを縮図的に体

験学修する。 

2. これまでの学修を総括しな

がら、自らのこれからの生き方に

ついて考える。 

「ある女性の半生」について

考える。 

３人の男性から求婚されて迷

い一人に絞り、結婚／新婚生活

→第１子誕生／第１子にトラ

ブル発生／親子関係のいさか

い／中高年夫婦の危機／子ど

もの結婚／孫との出会い／夫

のガン／85才を迎えた今 

 

第

３

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

13:00 

 

～ 

 

15:00 

〈心理劇の応用実践学習（1）   〉

ねらい 展 開 

1. 現在の学習環境を活かし、

戸外活動授業をとり入れ、

これまでの演者、補助自我、

監督体験を統合的に応用

する。 

2. 小集団毎に自然物を活

かしての自作自演の創作劇

の展開 

①７～８人１組のグルー

プをつくり、戸外へ出向

き、休憩時間を挟んでの往

復時に、グループによる自

作の創造劇を考案する。 

②２の際、道中一人一点物

(石、小枝、木の実 etc)を

持ち帰り。劇に活かす。 

③グループ別表演 

 

第

４

セ

ッ

シ

ョ

ン 

 

15:10 

 

～ 

 

17:00 

〈心理劇の応用実践学習（2）   〉

ねらい 展 開 

(前述が雨天の場合の代替案) 

1. 課題解決の心理劇：日常

生活の諸場面における諸課

題を設定し、それらの解決へ

のヒントを心理劇的に模索

する。 

①総監督による課題例示 

②７～８人１組の小グル

ープ別に場面設定をし、解

決の方向性を見出す。 

③各グループ別に課題設

定し同時に進める。 

 註：本表は、日本心理劇協会（松村康平・土屋明美他）主催「日本心理劇協会」での学修を基に筆者作成
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全体として大部分の参加者がプラスへの変化を
示していることは、本教育プログラムが、多くの
受講生にとってそれぞれの意味は異なりながら
も、何らかの有意義な体験学習がされたものとみ
なすことができよう。

２)　感想文に基づく結果と考察
受講生が具体的にどのような変化体験学習をし

たかについては、表Ⅲ―４に示す通りである。本
表には、すべての事例を掲載することには無理が
あるため、変化を分かりやすく記述しているもの
を抜粋(本人には了承済み)したものである。

個々の事例についての考察はすでに表中に示し
てあるので、ここでは、学修方法としての心理劇
の効果と意義に照らして、総括的に考察したい。

生涯学習の方法「自己評価票」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施日　　　　　年　　　月　　日　　曜日
表Ⅲ－２　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　氏名

１ ２ ３ ４ ５ ６

① 自
己

何 を は じ め よ う
と し て い る か、
不 安 で い っ ぱ い
である

授 業 な の で 仕 方
な く 参 加 し て い
る

こ ん な 授 業 も あ
る の か と、 半 信
半疑である

興 味 深 々 で あ る
が よ く 解 ら な い
ところも多い

多くを学ぼうと、
熱 心 に、 意 欲 的
に参加している

学 習 内 容 に つ い
て非常に満足し、
充 足 感 を 感 じ て
いる

② 
受
講
生

他 の 受 講 生 と は
１ 度 も 会 話 を し
たことがない

課 題 が 与 え ら れ
た と き の み 他 の
受 講 生 と 交 流 す
ることがある

他 の 受 講 生 と 次
第 に 打 ち 解 け、
進 ん で 交 流 し 合
え る よ う に な っ
ている

他 の 受 講 生 か ら
学ぶことが多く、
参 考 に な っ て い
る

協 働 し て １ つ の
目 標 や 作 業 を こ
なしている

こ の 場 を 離 れ て
も 仲 間 だ と 思 え
る 友 人 が 何 人 か
できた

③
指
導
者

指導者（チーム）
の 存 在 意 義 が よ
くわからない

指 導 者 が、 一 方
的 に 進 め て い る
感がある

授 業 の 目 標 や、
内 容 に つ い て、
も う 少 し 詳 し く
説明してほしい

授 業 の 目 標 や 内
容 に つ い て、 詳
し く、 丁 寧 に 説
明している

指導者（チーム）
が 適 材 適 所 で 参
加 者 を 援 助 し て
いる

様 々 な 授 業 内 容
や進め方の創意・
工夫をしている

④ 
講
義
内
容

全 く 授 業 内 容 に
興 味・ 関 心 が 持
てない

授 業 だ か ら 仕 方
な く 理 解 す る よ
うに努めている

講 義 内 容 に 不 明
な 部 分 が あ り、
取 り 組 み に 躊 躇
している

少 し づ つ 興 味 が
生 ま れ、 取 り 組
ん で み よ う と
思っている

講 義 内 容 を 理 解
し、 楽 し み な が
ら参加している

講 義 内 容 を 踏 ま
え て、 先 へ の 活
か し 方 を 見 出 し
ている

⑤
授
業
進
行

授 業 の 目 標 や 進
め 方 が、 よ く わ
からない

授 業 な の で、 仕
方 な く 成 り 行 き
に任せている

授 業 の 進 行 は 理
解 で き る が、 参
加 は 躊 躇 し が ち
である

授 業 の 進 行 に つ
れ て 次 第 に 興 味
が進展している

進 行 に 即 し な が
ら、 積 極 的 に 参
加している

随 所 に、 創 意 工
夫 が み ら れ、 参
加 意 欲 が 増 し て
いる

⑥ 場 不適切である 良くない まあまあである 普通 適切である 大変良好である

図　１（自己評価図）

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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①　内なる自己や未来を見つめる契機がつくられ

る

本プログラムに参加した受講生には、自分自身
を見つめるきっかけが得られている。「自分自身
の人生を見つめなおす」とか、「自分の進路や将
来についても考えた」と述べているように、自分
自身の在り方や参加の姿勢に加えて、自らの生き
る方向性についても考えが及んでいる。

さらに、日常生活における自分自身の特色や在
り方をありのままに見つめ返したり④の事例にみ
られるように、「合宿前には過小評価していた自
己像が、合宿を通して表現力・創造性・向上心が
生まれたことを自覚した」と自己自覚・洞察を可
能にしている。
②　受講生同士の関係形成と学びが育つ

通常の授業体験では得難い他者との丸ごとの交
流を通して他者の特色を学び、そこから得られる
知見を自己にも活かそうとする姿勢が見られる。
特に、集団の中の一員である自覚や、コミュニケー
ションの大切さについて学ぶきっかけが得られて
いる。

また、他者との共同作業やコミュニケーション
を通して、通常では得難い友情が生まれ、多くの
友人を得られたことを喜びとしている記述が多く
見られる。生きた人間関係の体験学習が育ってい
ると言える。
③　学び方を学ぶ姿勢が育つ

多くの感想文に見られるように、合宿に参加す
る前には気が進まなかったり、参加意欲が薄かっ
た受講生たちが、合宿終了間際には、参加してよ
かったこと、思いがけない気づきを多く得た、と
述べている。これは、受講生たち自身も述べてい
ることではあるが、ごまかしたり逃げたりせず、
本気で授業にかかわることによってもたらされた
ものであることだと気づいている。このことは、
授業への参加の仕方、即ち、学び方の姿勢を学ん
でいることである。
④　行為を媒介とする学修方法への気づきが生ま

れる

学び方には、本を読む・他者の話を聞く、視聴
覚教材を活用する、現地体験をする等の様々な学
修方法があるが、本授業では、日常生活の縮図的

場面において、自らが自分自身や他の人物、時に
は物の役割を担いつつ実際に行為を通しての学修
方法なのである。当然のことながら、最初は戸惑
い、羞恥心にさらされ、気後れしながら参加し始
める。その新鮮な驚きは、最終日まですっかりは
抜けきらないものの、他者との共同作業や諸体験
を通して、次第に馴染んでいき、人によってはの
めりこんでいく場合さえある。

その過程で、頭で理解することと、行為(ふる
まい)を通して理解することの違いを体験的に把
握する。人間の課題は、一般性や共通性では測り
得ない細やかで微妙な作用が絡まって動いている
ことを学習する場合が多い。このような気づきを
もたらすのは、他でもない「心理劇」的な場面参
加を繰り返すことによってなのである。受講生た
ちは、自らが主人公である学修方法のあることに
気づいている。
⑤　学修環境と自己との関係への気づきが育つ

学修を進める場所や場面は、自室、教室、図書
館、実生活場面、等々さまざまであるが、本合宿は、
山梨県の八ヶ岳にある学園寮という自然に恵まれ
た学修環境であった。学修はこの学園寮の内外で
進められたわけであるが、不思議な事には、４日
間とも建物や演習室は同じ場所に立ち、存在して
いるにも関わらず、その同じ物を活用している受
講生一人ひとりにとっての意味や評価が、日毎に
変わってくるのである。

心理劇的場面においては最初のころ、状況体験
と称し演習室内ではあるが、場面を単独で、ある
いは２～３人で連れ立って実際に動き回って場所
や人の動きを確かめるというセッションがある。
その影響もあってであろうか、通常以上に環境に
敏感になっていることが伺える。また、全体や小
集団で動いたり作業をすることも多く、人との関
係や作業がうまくいっている時には環境の効果も
プラスに作用するのであろうか。いずれにせよ、
学ぶ環境が自己にもたらす意味を敏感にとらえて
いることは興味深い。
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初　　日 最　終　日

①
自
己

②
受
講
者

③
指
導
者

④
内
容

⑤
進
行

⑥
場 計

①
自
己

②
受
講
者

③
指
導
者

④
内
容

⑤
進
行

⑥
場 計

変化点 
（最終

－初
日）

1 5 4 3 5 5 4 26 1 6 6 5 6 6 4 33 7

2 5 6 3 6 6 4 30 2 5 6 6 6 6 5 34 4

3 3 4 5 5 3 3 23 3 6 4 6 6 5 5 32 9

4 3 4 6 5 4 5 27 4 2 2 2 2 5 3 13 -14

5 4 5 5 4 4 4 26 5 6 6 6 6 5 5 34 8

6 5 5 4 5 6 4 29 6 5 4 5 5 5 5 29 0

7 4 4 5 3 5 6 27 7 4 4 4 4 4 6 27 0

8 5 5 4 5 5 4 28 8 5 5 5 5 6 3 27 -1

9 5 5 3 5 5 5 28 9 6 6 5 6 6 4 33 5

10 5 6 6 5 5 6 33 10 6 6 6 6 6 6 36 3

11 6 5 6 6 6 5 34 11 6 6 6 6 4 5 35 1

12 6 6 4 5 5 5 31 12 5 4 5 4 5 5 27 -4

13 5 4 5 5 5 5 29 13 5 5 5 5 5 5 30 1

14 6 6 6 6 5 4 33 14 6 5 6 5 4 3 30 -3

15 4 4 5 5 5 2 25 15 5 5 5 5 6 4 28 3

16 6 4 5 6 6 6 33 16 6 6 6 6 5 5 35 2

17 4 4 4 5 5 5 27 17 6 6 6 6 5 4 33 6

18 5 6 6 5 5 4 31 18 6 5 6 6 5 4 32 1

19 5 4 4 5 5 4 27 19 5 6 6 6 5 5 33 6

20 4 5 5 6 6 5 31 20 5 5 5 5 5 4 29 -2

21 4 4 4 4 4 5 30 21 6 6 6 6 6 5 35 5

22 4 4 3 5 5 5 26 22 6 6 4 5 5 4 30 4

23 5 4 4 5 4 5 27 23 6 5 6 6 5 4 32 5

24 4 5 4 4 5 4 26 24 6 6 6 5 6 6 35 9

25 4 4 5 5 4 5 27 25 5 5 4 5 4 5 28 1

26 4 4 4 5 5 4 26 26 6 6 6 6 6 6 36 10

27 6 5 6 5 5 5 32 27 5 5 5 5 5 4 29 -3

28 6 5 6 5 5 6 33 28 6 6 6 6 6 6 36 6

29 4 6 4 3 3 4 24 29 4 4 2 3 3 4 20 -4

30 4 5 5 5 5 5 29 30 5 5 6 6 6 6 34 5

31 3 4 4 4 4 3 22 31 5 5 4 5 4 4 27 5

32 6 6 6 6 5 6 35 32 6 6 6 6 6 6 36 1

33 5 3 5 4 5 5 27 33 5 6 6 6 6 5 34 7

34 6 5 4 5 4 3 27 34 6 6 5 6 6 5 34 7

35 4 5 5 5 4 4 27 35 5 6 6 5 5 5 32 5

36 6 6 5 6 6 5 34 36 6 6 5 5 5 6 33 -1

37 6 5 6 5 5 4 31 37 5 4 5 5 4 5 28 -3

38 5 4 5 4 5 5 28 38 6 6 6 6 5 4 33 5

39 5 4 5 5 5 4 28 39 5 4 5 6 5 5 30 2

40 4 4 5 4 4 5 26 40 6 6 6 6 6 6 36 10

41 6 6 6 5 5 6 34 41 6 6 6 5 5 5 33 -1

表Ⅲ−3

参加者による自己評価得点



『人間科学研究』文教大学人間科学部　第 32 号　2010 年　佐藤啓子・岡本かおり・谷口清・宮田浩二・野島正也

―134―

42 5 5 5 5 4 5 29 42 6 6 6 6 6 6 36 7

43 2 3 5 5 4 5 24 43 4 4 5 5 5 5 28 4

44 4 5 5 5 5 5 29 44 5 5 5 5 6 5 30 2

45 4 5 6 5 5 6 31 45 5 5 6 6 6 6 34 3

46 4 5 5 5 4 5 28 46 6 5 6 6 6 5 34 6

47 4 4 5 5 4 6 28 47 5 5 6 6 6 6 34 6

48 4 5 4 5 5 4 27 48 6 5 5 5 5 4 30 3

49 6 6 6 6 6 6 36 49 6 6 6 6 6 6 36 0

50 5 6 4 6 6 6 33 50 6 6 6 6 6 6 36 3

51 6 6 6 5 6 6 35 51 6 6 6 6 6 6 36 1

52 6 6 6 6 6 2 36 52 6 6 6 6 6 6 36 0

53 4 4 5 4 6 5 25 53 5 4 4 4 5 4 26 1

54 5 5 5 6 5 3 31 54 6 6 6 6 6 6 36 5

55 4 4 4 4 5 6 24 55 6 6 6 6 6 5 35 11

56 4 4 6 6 5 6 31 56 6 6 6 6 6 6 36 5

57 5 4 5 5 5 6 30 57 6 4 6 5 5 5 31 1

58 4 5 4 5 6 5 30 58 6 6 5 5 3 4 29 -1

59 5 4 4 4 5 5 27 59 6 6 5 5 5 5 32 5

60 5 5 4 5 5 4 28 60 6 5 6 6 5 5 33 5

61 5 5 5 5 5 5 30 61 5 5 5 5 6 5 31 1

62 4 6 5 4 5 4 28 62 6 5 5 6 6 5 33 5

63 5 5 5 5 5 5 30 63 6 6 6 6 5 5 34 4

64 5 4 5 5 5 6 30 64 6 6 6 6 5 6 35 5

65 6 5 5 5 5 6 32 65 6 6 5 5 5 5 32 0

66 5 5 5 5 6 5 31 66 6 6 6 5 5 5 33 2

67 4 4 4 4 4 4 24 67 5 6 5 5 5 6 32 8

68 5 5 5 5 4 6 30 68 5 6 6 6 5 6 34 4

69 2 5 6 5 4 4 26 69 6 4 5 5 4 5 29 3

70 4 5 4 5 4 4 26 70 6 6 6 6 6 6 36 10

71 5 5 5 5 6 6 32 71 6 6 6 6 6 6 36 4

72 4 5 6 4 4 5 28 72 6 6 6 5 5 5 33 5

73 5 5 4 5 5 4 28 73 5 5 5 5 5 5 30 2

74 5 5 5 5 4 3 27 74 6 5 5 5 5 6 32 5

75 6 6 5 5 5 5 32 75 6 5 5 5 6 6 33 0

76 4 4 4 5 5 5 27 76 5 6 5 5 5 5 31 4

77 4 4 5 5 4 6 28 77 6 6 5 6 5 5 33 5

78 5 5 4 5 5 6 30 78 6 6 6 6 6 6 36 6

79 4 5 5 5 6 5 30 79 6 5 5 5 5 6 32 2

80 4 3 3 4 4 5 23 80 5 4 4 5 4 5 27 4

81 6 6 3 5 5 3 28 81 6 6 6 6 6 6 36 8

82 4 4 5 5 4 4 26 82 5 5 4 4 4 4 26 0

83 5 6 5 6 5 3 30 83 3 4 3 3 2 6 21 -9

84 2 3 5 4 4 3 21 84 6 6 6 6 6 5 35 14

85 5 4 4 5 6 4 28 85 6 6 5 5 6 5 33 5

86 5 6 5 6 5 6 33 86 5 6 6 6 5 4 32 -1

87 4 4 4 5 4 5 26 87 6 5 5 5 5 6 32 6

平均 4.644 4.759 4.770 4.943 4.862 4.724 28.770 平均 5.529 5.368 5.356 5.391 5.230 5.080 31.908 3.17
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表Ⅲ－４
受講生の参加体験例（感想）

察考最終日の自己評価初日の自己評価例想感

①

　「人生を見つめなおす」ということが、今回の授業の目的であると感じた。もち
ろん、自分の人生を決定づける主体は自分自身である。しかし、自分一人ではその
人生を豊かにすることはできない。自分の周りにいる人たちが作り出す環境によっ
て私たちは人生をよりよいものにしていくために模索できるのである。
　「自分の人生を見つめなおすとは、自分の歩んできた道のりにおける出来事に対
して批判し、「あの時、もっとこうしておけばよかった」などと考えるのみでは、
「見つめなおす」ということにはならないと感じる。私たちは、自分なりの固定化
された価値観を持っている。その自分の持つ価値観を、絶対的なものであると信
じ、その価値観がもたらした信念によって行動を行っている。よって、自分行動の
みを見直すのではなく、自分の価値観について見直すことが望まれているのではな
いか。自分の「価値観」を見直すことにより、さらに他人の考え方を自分に取り入
れていくことが可能になるのではないか、と考える。
　「自分の人生を見つめなおすこと」、それは、自分の過去を批判することではな
く、今までの自分を受け入れ、さらに未来の自分へつなげていく行為をつくるもの
であると思う。私は、自分と周りの人たちを受け入れ、大切にしていきたい。

　授業の目的を「人生を見つめなおすこと」と自分なり
に把握しており、それは既に自己において形成されてい
る自らの価値観を見直すことである、と位置付けてい
る。その価値観を豊かにしていくためには、他者の存在
を欠く事は出来ず、他者の価値観をも見つめることであ
り、それらの中から自らが納得する物を取り入れること
によって自己の豊かさが増していく、としている。自分
自身の内奥に目を向け、未来に向けてその豊かさを増進
するためには他者の存在の重要性を確信しているところ
が効果ととらえられる。

②

　この授業で、自分が成長し、人間性が磨かれたと思う。ここで得たものは、確実
に今後に役に立つ材料となるはずである。恥ずかしがりやで人見知りの私は、初
め、気が重かったが、授業の雰囲気も柔らかく、楽しみつつ参加することができ
た。演じることがこんなにもよい学習であると同時に難しいと思った。
　今回、他に私の得たものは、人と交わる仕事をしたいと思ったことである。特に
やりたい職業もなかった私にとって、大きな収穫です。事務やパソコン関係ではな
く、人を対象とした仕事をしたいと思ったことである。ここからさらにやりたいこ
とを具体的に絞って、家庭を持つ人生を送りたいと思った。

　合宿の最初から終了までの変化が、如実に示されてい
る。当初は気の重かった参加が、授業に参加するにつれ
楽しみながら参加することができ、最後には自らの進路
の方向性までを見極めるに至っている。
　未来の自己像（人とかかわる仕事をする）を将来に向
けて確信できたことが、主な合宿の成果として捉える事
が可能である。
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③

　４日間を通して自分が実際に築いて学んだことは、自分たちが学んで積み上げて
いけば、さらにより良いものを作りあげることができるのだ、ということである。
特に２日目の劇と３日目の劇とでは、誰が見ても明らかなように、準備時間が少な
かったにもかかわらず、完成度・クオリティが３日目の方が素晴らしかっ
た。・・・・劇のテーマが似ていても、まったく違った展開になったり、よく知ら
れているスト－リーの主人公を登場させたりと、ユニークで工夫されていると思っ
た。１日目よりも２日目、２日目よりも３日目、３日目よりも４日目と授業が進む
につれてみんなが積極的に参加し、自分を出すことができていたように思った。

　４日間のプロセスを通して、自分たちがその気になっ
て努力しさえすればそれなりの成果を得ることができる
ことを確信している。仲間とともに、一日一日を丁寧に
積み重ねて学習していくことで、得られる変化の実績を
体得している。
　本合宿での効果は「本気でやればできる」という自信
である。

④

　この４日間、実に多くの感動を通して、多くのことを学ぶことができた。人との
かかわり方や問題解決へ向けての取り組み方、困難な状況を乗り越えていこうとす
る向上心など様々である。そのような学びを通して、自分自身の表現力や創造性、
自発性など自分のできることが広がり、自信を得ることができた。もともと、自信
のない性格であったので、何か話し合って決めなければならないときなど、いつも
聞き役になっていることが多かった。しかし、今回の合宿で、たびたびグループ活
動を重ねたことで、スト－リーや小道具の案を出し合ったり、他のグループメン
バーに対しての働きかけをせざるを得ない状況が増えるにつれ、自分がグループの
一員であることの自覚が高まり、より一生懸命役割を果たそうとして、積極的に
なっている自分がいた。自分にも、グループの役に立つことができる、自分の力を
引き出すことができるということに気づき、驚いた。将来は、教員になって子ども
たちを指導していきたいと考えているが、今回活動したこと、学んだことを取り入
れながら、子どもたちにも伝えていけたらと思う。　自分の人生や他人とのかかわ
りの中で起こるであろう様々な問題を、よりよい方向へ解決していく力をこの合宿
で学べたものを、これから先も伸ばしていけるよう、努力し続けていきたい。

　合宿前には過小評価していた自己像が、４日間の体験
学習を通して、表現力・創造性・向上心が生まれたこと
を自覚している。それは、度々経験したグループ活動の
成員の一人として誠実に課題に取り組んだ結果といえ
る。結果として、グループに役立つ自己を見出し、それ
が新しい自己として自覚され、自信にもなっている。グ
ループ活動を媒介として新しい自己像の把握がされたこ
とが本合宿の成果であるといえる。
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表Ⅲ－４
受講生の参加体験例（感想）

⑤

　正直、最初は本当に戸惑った。何が目的かわからなかったし、恥を捨て切れずに
いる自分もいた。だけど、みんなの本気でやろう、自分から学ぼう、という気持ち
が伝わって、その影響もあり、私もこの４日間で成長できるかもしれないと、思う
ようになった。４日間、緊張も不安もあり、疲労も募っていたが、今自分を振り返
ると合宿前の自分とは少し変化している。
　今までの私は、結構適当で、人に流されて生きていた。不安なことから逃げ、逃
げていることさえも気づかずに、のこのこと暮らしていた。でも、この合宿を通
し、苦手なことを本気でやれて、私もやればできるんだと思った。不安なことか
ら、逃げてやらなかっただけだった。やるかやらないかの差なのだと思った。大げ
さだけど、人生やり直せる気さえした。
　それから、この合宿で人とのかかわり方を学んだ。コミュニケーションがこんな
にも大事だなんて気づかなかった。どのコミュニケーションが正しいかどうかはと
もかく、私はもっと一人ひとりと向き合おうと思った。２日目に学んだ内接的・接
在的関係を作りたい。人の気持ちを理解しようと努め、そして自分の気持ちを言葉
で伝えようと思った。ごまかしたり、逃げたりしたら、絶対後悔する。強くそう
思った。今までそのことに気づかなかったことが、むしろ恥ずかしい。この合宿
で、本当に大切なことを学べた。
　・・・そして、本当に大切なことは、この合宿で学んだことを、どれだけ今後に
生かせるかだ。忘れないように、明日から、意識して行おうと思う。

　苦手なこと、不安な事から逃げていた自己、そしてそ
こに気づこうともしなかった自分を自覚し、たとえ苦手
な事や不安を伴うものであっても、そこから逃げずに周
囲の人たちと共にやればできないことはないと気づいて
いる。要は、本気でやろうとする気持ちを持つことが大
切であると気づき始めている。
　また、コミュニケーションを育むためには、ごまかし
たり逃げたりせずに、自分の気持ちを正直に言葉にして
伝えることの重要性、つまり現実をありのままに見つめ
る事の重要性を認識している。

⑥

実に厳しい合宿だったというのが正直な感想である。目的が仕事のように明確な
ら、簡単に仲間意識を持つことができるのであるが、学習課題が与えられ、グルー
プで活動することは自分にとってかなり難しい。しかし、そのような体験ができる
のは、この小宇宙のような機会にしか体験できないのかもしれない。私が一人旅を
好きになったのは、母校の小学校での全員で旅行に出る集団行動が実に苦しかった。
寝る所も一人一か所ない。布団は足りない。押入れが寝る場所。水はない。自由な
んかあるわけがない。一生忘れられない最悪の思い出からの反逆で一人旅に出か
け、あの自由さに魅せられてしまった。それ以降、集団を避けてきたのかもしれな
い。あきれる程一人旅に出る回数が多い。しかし、その回数を積み重ねた分だけ、
私は、グループというものから逃げてきたのかもしれない。そのグループに、今回
久々に再会してしまったから、いろいろなことを考えたのかもしれない。今回の合
宿をきっかけに、もう少しグループというものに目を向けていければよいと思って
いる。今回の合宿を通して、自分が逃げてきたものと、向き合うことを考えさせら
れた。

個人と集団との関係を見据えつつ、鋭い自己洞察が示さ
れている。合宿前までは、集団行動に参加することを極
力避けてきた自分がいたこと、合宿の初期も仕方なく参
加している様子がありありと窺える。合宿に参加しつ
つ、何故そうした自己になったのかを、自分なりに分析
し、実は小学校時代の集団旅行にその源があったのでは
と推測している。そうした分析をもとに改めて今回の合
宿を集団と自己との関係から見直している。そして、今
後は、もう少しこれまで逃げてきた集団に目を向け、集
団と向き合うことを言い聞かせている。集団との関係で
前向きな自己が育っている。
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れた。

⑦

　今回の合宿では、新しい物事・人との出会いが本当にたくさんあったと思える。
また、普段慣れ親しんだ人にも、大学生活だけではなかなか見られない一面も発見
することができました。普段のキャンパスで行う授業ではなく、あえてこのような
自然環境において学習することの意義があると思う。
　私は、特に人間同士の触れ合いに強く感じるものがあった。学習を効率よくおこ
なう時に、学習者同士がかなり知りあっているということは、それだけでも大きな
利点をもたらした。生涯学習において、人と支えあい、助け合いながら生きること
をよしとするならば、その学習方法自体も、互いに協力しやすい環境下で行われる
ことが望まれる。合宿という共同生活を強いられる場では、学習者同士の円滑なコ
ミュニケーションと、それに基づく協力体制は欠かすことができない。今回もたら
された大きな効果は、グループ毎に心理劇作成プログラムにおいて、個人個人の成
長を確認することができたことである。普段とは異なった環境において精神的負荷
の大きい課題をこなすことは、難しいことだったとは思うが、自分の意志だけでは
なく、時として周囲の環境を参考にしながら自己を見つめることが大変有効である
といえる。
　本合宿の中で最も学んだことは、他者との触れ合いの中で、自分の内面を自覚的
に変化させるという、柔軟な物事の見方だと思う。これからの人生でも、ここで学
んだことをよく生かして、厚みのあるものにしていきたいと思う。

　学びの場、即ち、学修環境の重要性に触れている事が
特色である。恵まれた自然環境の下で学習することは、
学習意欲や学習者同士の円滑なコミュニケーションと協
力体制を作り出しやすい事を指摘している。こうした環
境下では、他者とふれあい、自己の内面を見つめつつ自
覚的に変化させるという柔軟な物の見方が養成されると
いう影響を与えやすいことを強調している。
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表Ⅲ－４
受講生の参加体験例（感想）

⑧

　今回、私は初めの方は行きたくなくてしかたなかった。初対面の人が苦手であま
りうまく付き合えない自分がこんないっぱいの知らない人たちの中で生活していく
のなんて苦痛でしかなったというのが正直な感想であった。初日からいきなりセッ
ションが始まった。初日のセッションはほとんど知っている人たちとやっていた。
しかし、強制的にバラバラにされたときだまっているのではなく、自分から話しに行
かなくてはと少し思うことができた。午後からはグループでの心理劇だったので知
らない人だからというのではなくみんなで協力しなければいけないと感じた。それ
はみんなも同じ考えであった。短い時間というのもあっていっきに仲は縮まりみん
なで協力することができた。三日目も同じ感じであった。しかし、今度は全てを自
分たちで考えなければいけない。もし初日にこんなことをやれと言われていたら絶
対に無理であった。この三日間で普段ならやらないこともたくさんやった。そこで
の経験がこんなにも早く実感できるとは思いもしなかった。だが、確実に自分のス
キルが上がり普段学ぶことができないことがたくさんあった。各自、自分からも意
見を言いスムーズにいき三日目に初めて会ったとは考えられない。こういった経験
はやらなくてもいいかもしれないがやれば絶対に自分のスキルアップにつながる。
自分はそういったことを考えると、とても貴重で幸せな体験ができたのではないだ
ろうか。だからこそこの三泊四日の経験を無駄にするのではなく小さいことでもな
んらかしらの人生の新しい道を開くきっかけになるよう今後をあらため、「あの時
の経験が！！」と言えるように何かを頑張っていきたい。

　初回から４日間に至る自己の変化体験を明確に自覚し
ている。意図的に作られた小グループ活動に最初は仕方
なく参加しているうちに、次第に協力しなければという
半ば義務感を培いつつ、最終的には自発的・積極的に参
加している自己へと変化している。最終的にはスキル
アップしている自己を感じつつ、本合宿での成果を未来
へ向けての自己発展の契機としたい旨が述べられてい
る。

⑨

　この４日間で、人間教育コースの人たちとのつながりが増え、そして自分なりに
人間性も高められたと感じている。１つ１つのセッションで考えさせられることも
多々あって、悩んでしまうことも少なくなかった。でも、悩むこと自体が必要なの
だと思った。色々な人たちの意見を聞き、悩みを考えることによって、自分という
人間が大きくなるような気がした。私は、自分にとってあまり意味がないと位置付
けてしまったことについては、それ以上関心を持たないようにしてきた。特に高校
の時の勉強がそうだった。この科目が、どうして大人になった時に役に立つのだろ
う・・・と。しかし、この合宿は、人間性を高めるもの、これは、今後自分が生き
ていくうえで必要になってくる能力だから、とても興味が持てた。
　現在、テレビゲームとかインターネットの普及により人々の対面的なコミュニ
ケーションが不足しているため、人と話せない人・人見知りをしやすい人々が増え
てきている。そのままにして社会に出ていくと、困ることが多々出てくるに違いな
い。人間同士は支えあって生きていくもの、支え支えられるためには、心のキャッ
チボールをしなければ、本当の支え支えられる関係にはならない。
本合宿のように 初対面の人たちと積極的に会話し お互いに色々な考えを出し

　一つ一つのセッションに深く参加し、自分なりに考
え、時に悩む程深くセッションに入り込んでおり、現実
の自分と重ね合わせている。そして、そうした事が必要
で意義のある体験ととらえている。このことは、セッ
ションを媒介にして自己が自己と対話し、自己を深め、
広げつつ成長している体験ととらえられる。
　また、人間生活を進めていくうえでのコミュニケー
ションの重要性をとらえ、真のコミュニケーションが展
開するためには、表面的な交流ではなく心のつながりあ
う交流の重要性を学んでいる。
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　本合宿のように、初対面の人たちと積極的に会話し、お互いに色々な考えを出し
ながら学習し、人間性も高めていく学習は、どの世代においても大切で必要な学習
であると思う。この体験を活かして、これからの生活をしていきたい。

⑩

　初めてこの会場に来た時には、学習に対する意欲はほとんどなく、ただ言われた
ことを何も考えずにこなしているだけだった。学習の意図もいまいち、つかめずに
いた。
　各セッションをこなしていくうちに、次第に自分の人生や自分にかかわりのある
人たちのことを考えるようになっていた。心理劇で、様々な状況を自分たちで設定
し、その登場人物になりきっていく。その役割をとおして、何を思い、考え、感じ
るかを、私自身が体験的に考えさせられた。もし、同じ役割を演じるにしても、演
じる人が異なれば物語も変わってくる。また、演技を見ていた人たちの感想を聞く
ことで、自分たちに近い年齢層の人たちが、どのような感じ方や考え方をするのか
を聞くことができ、とても参考になり、良かった。最後のセッションであった「あ
る女性の半生」では、自分にとっても身近な出来事だったので、感情をこめてみる
ことができたし、様々なことを考える良い機会となった。今後に生かしていきた
い。

　心理劇的場面における演者体験（登場人物）をするこ
とは、その役割を演じてみなければわからない固有の体
験内容が成立することを識別している。同様に観客的体
験（見ていた人たち）も一人ひとりが異なった感じ方・
見方をしている感想を聞きながら、演者と観客の体験を
統合する学びを得ている。演者や観客の体験を繰り返し
ながら、自分自身の人生を見つめ見直す良い機会ととら
えている。

⑪

　この４日間の体験を通して、今までの自分のこもっていた殻から、ものすごい勢
いで飛び出すことができたと思える。「自分以外のものになりきる」とか、「恥を
捨てる」ということは、今までやりたくても怖くてできなかったし、どことなく中
途半端に過ごしてきた。しかし、多くの心理劇を体験して全力でその役になりきる
ことの面白さと、観客体験を通して、ものの見方が変わった。ただ、だら－として
過ごしていたら気づかないようなことも、少し見方を変えるだけでこんなにも自分
の見える世界が変わるものかとびっくりした。どの人も、３日目には初日では想像
もつかないような自分に生まれ変わることができたのではないかと思う。
　自分も、とても成長したと思える。今まで、自分が成長したと感じることはあま
りなかったが、今回の合宿では、とても実感している。もう、今回の合宿のように
何日もかけて人の心情や行動を考察することはないと思うが、自分が教育する立場
になったら、今回の合宿を思い起こし、人との関係を築いていきたい。

　心理劇的体験を通して、少し見方を変えるだけで、も
のの見え方が大幅に変わる学習体験をしている。それ
は、心理劇的役割に徹底的に取り組み、なりきること
で、それまでの中途半端な物事へのかかわりから、恥も
外聞も捨てて徹底してかかわってみたということで得た
学習である。気が付いてみたら、今までの自分ではない
自分に生まれ変わっていたと自覚できた自己変革体験が
成立している。

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

01
23
45
6

1

2

3

4

5

6

0111
222221212
32
0011111010010
22212112112121

33

00
111
22
3 33

4
3
4
3

00
111
0
1
00
1
0
222
1
2
11
2
1
33
2
3
2

55

00
111
22
33
44
5

00
1111
2222
3
2
33
4

44

00
111
22
33
4

3
4

00
111
22
33

01
23
45
6

1

2

3

4

5

6



―5 ―

表Ⅲ－４
受講生の参加体験例（感想）

⑫

　今まで４日間、心理劇を用いて生涯学習の方法を学んできたわけだが、自分を含
め集団として大きく成長できた実感がある。たとえば初日、何かになりきることも
できず、恥ずかしさを捨てられないままにただセリフを読み上げていいただけのよ
うだった自分たちだが、４日目になると、自ら登場人物のキャラクターや過去など
を設定し、表情や姿勢、声色などを使い分けて演じることができるようになって
いったと思う。この成長は生活の中でも、自分の心を伝えたりする場面で大きく活
用されると思った。そして、想像力がずいぶんと豊かになった、と思う。２日目に
やった「目の見えない人、耳の聞こえない人、口がきけない人」のワークも、あの
時は少しぎこちなさがあり、他のグループとの交流もうまくはかれなかったが、
今もう一度同じことをしたらもっとうまくできると思う。というのも、役になりき
ることも上手になったし、なにより自分のできることや特徴を創造し、うまくたち
ふるまえるのではないかと思うからだ。さらに、それは役割を意識するということ
にもつながると思った。役割を意識するとは、自分を理解することだ、と思ったの
だが、想像力や「いいとこ探し」で培ったような力で自己のことを深く理解して、
場に応じた役割を担うことは、この先の人生で絶対に必要だと思う。このことに気
づけたことはすごく大きい。最後に、友人を数多く得られたことは自分にとって、
この合宿最大のプラスだ。自分はあまり友人の多い方ではないから、初めて会う人
がかなりたくさんいた。それでも、いろいろな人と知り合いになれて、色んな考え
を聞くことができたのは、生きる上で重要なことだと思う。だからすごく充実した
４日間だった。

　心理劇体験を重ねるに従って表現力や想像力が豊かに
なっており、それは、自分ばかりでなく集団全体が大き
く成長できたと実感している。その根底を探っていく
と、心理劇における役割体験をすること、その役割を意
識することが、結果的に自己理解につながっており大き
く作用している、ととらえている。
　さらに、多くの友人を得られたことが、この合宿の効
果の１つととらえている。学習や生活の場を共有するこ
とで、否応なしに人との交流の機会が増え、他者理解が
進み多くの友人を得られた、ととらえている。

⑬

　この八ヶ岳の人教合宿に来て、気持ちの面で成長したことはもちろん、身体の面
でも、より多く成長できたと思う。いつも、朝が弱く起きられなかったのに、七時
前にはしっかり起きて準備を済ませ、朝ごはんを食べるということをしている自分
に驚いた。気持ちの面もここは関係していると思う。やはり、だらけてしまうこと
が多い中、集団の輪をみだすことはできないし、これから学習していかなければな
らないというのに、ダラダラしていられない。自分自身の責任感が強まったのだと
思う。また、心理劇の中で自発性を全員が伸ばすことができていると改めて感じた。
恥ずかしがる人もいなくなったし、劇をしている人を見る目が、違っているのだ。
真剣に取り組むことをかっこ悪いと思う人たちがいるが、そのようなこともなくな
り、互いに理解しあおうという気持ちがでてきたようにみえる。
　この人教合宿を通して、自分の成長、全体の成長がわかるようになった。このこ
とは、昔よりもまわりをみわたすことができるから知れたことだし、理解しようと
いう自ら学びにむけての意欲が備わったからだと思った。

　自分を含めた集団全体を見る目の育ったことが、学習
効果の一つとして挙げられている。心理劇体験を進めて
いくうちに劇への参加の仕方、観客としての見る目、相
互理解を深め、広げようとしていることが全体に広が
り、実践されている。それは、自己を取り巻く周囲・全
体を見る目が参加者に育ったことを示すものである事が
述べられている。
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⑭

　この４日間で、たくさんの新しい人と出会えた。初日では、すれ違っても目を合
わさないような人たちばかりであったが、今では、ほとんどの人と挨拶を交わすよ
うになったし、初日より、２日目、２日目よりは３日目、３日目よりは４日目と日
が経つにつれ、親しくなるのも早くなったし、自分の周りの人に対しての感じ方な
ども、変わっていく自分に気付いた。・・・、普段こんなにたくさんの人の気持
ち・意見・発想に触れる機会がないので、今回の合宿でたくさんの人たちと触れあ
えたことは自分の気持ちの変化にも気づくことができて、成長できたと実感してい
る。普段、自分から話しかけることは皆無に等しくらい人見知りする私が、初めて
の人たちとも笑いあって自分の気持ちやアイディアをさらけ出すことができた。途
中、くじけそうになった時もあったけれど、最後まで頑張れたことはよかった。
　解ったことは、嫌だと思ったら嫌になるが、楽しもうと思ったら楽しめる、自分
の気持ちの持ち方のによって取り組み方も変わると気付いた。
　今回学んだこと、出会った人たちを大切にして、歩んでいきたい。

　人との関係の育ちが効果ととらえられている。日常生
活では、すれ違っても素知らぬ顔をして通り過ぎてしま
う間柄の人たちとも、心理劇体験を重ねるうちに笑顔で
交流し、意見やアイディア提供しあえる関係になってい
る。それに伴って、他者の感じ方、意見、発想の仕方の
固有性に気づくようになったと同時に、それらを大切に
する気遣いが生じてきたからだともとらえられる。併せ
て自らの働きかけの姿勢によって得られる結果も多くな
ることに気づいている。

⑮

　この３泊４日の合宿で、少しながら自分は成長したと思える。心理劇というあま
りよくわからなかった分野の学習で、戸惑うこともたくさんあったが、自分自身
に、積極性が身についたと思った。グループを組むときにも、自分から進んで行動
したり、話し合いの時にも意見を述べたり、今まで自分が持ち合わせなかった能力
がついたように思えた。積極性は、生きていくうえで非常に大切なものであり、よ
りよく生きてくためになくてはならないものと考える。その積極性を身につけるの
に、この合宿は適していた。なぜなら、普段の生活では、知らないとかかわる必要
性がそれほどないからである。合宿では、グループで共通の課題をクリアーするた
めに、関係性を持つことが必要になってくる。そのようなことを繰り返しているう
ちに、自然に積極性が身について行った。積極性が身に付き、色々なことに挑戦し
てみようという気持ちが出てきた。合宿に、あれ程行きたくないと思っていた自分
が、今は、本当に来てよかったと思っていることに驚いている。久しぶりに「学ん
でいる」との実感を持つことができた。自分が多くのことを学べる事に、嬉しさも
感じた。正直、大学で何を学んでいるのだろうと不安になることが多く、大学に入
学したことを後悔していた。しかし、私のその不安は、この合宿によって、ほぼ取
り除かれた。自分が学ぼうとするその積極性を持つことで、いくらでも学ぶことは
できるし、人は驚くほど成長できるものだと気付いた。

　自らの課題へ取り組む考え方や姿勢によって学び方も
得るものも異なってくること、その根本的な姿勢は「積
極性」で、積極的に授業に参加することで「学んでい
る」という実感、「学ぶことの喜び」を得られる事に気
づいている。それは、普段の生活で「必要がない」と切
り捨ててしまえたことも、本合宿で様々なグループ活動
を通して課題をクリアーしていくためにグループメン
バーとかかわりを持たねばならず、「必要がないもの」
のとらえ方が異なってくる。グループ活動に忠実に参加
しているうちに積極性に気づかなかった能力にも目覚
め、かつ楽しみながら参加できた。人は積極的になるこ
とでいくらでも学べるし、驚くほど成長でき、その積極
性を身につけるため本合宿が適していると述べている。
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４　総括的考察―「心理劇的学修方法」の意義

と効果―

本講座に参加した受講生８７名にとって、この
４日間にわたる教育プログラムの実践は、受講生
自身の体験報告に基づく限り、多くの受講生たち
にとって、何らかの意義をもたらしたと考察され
る。この体験学習は、実習直後の実感や認識とし
ても捉えられようが、受講生たち自身にとって真
に効果として実感されるためには、この時点から
数週間、あるいは数カ月、数年間、場合によって
は生涯かかって実感されることもあろう。事実、
筆者自身も、心理劇的体験の効果を真に実感し認
識したのは、学んだ直後から数年間を経た後で
あった。それまでは、なるべく役割演技を避けた
い傾向があったのだが、次第に楽しみつつ学修で
きる方法だと分かり始めたのである。

本学の本講座の受講生であった卒業生たちに卒
業後何年かして会うと、筆者の他の授業内容はほ
とんど忘れてしまったが、あの心理劇体験だけは
忘れ難く残っている、という話を耳にすることも
多い。そのことが直接に学びの効果となっている
かどうかは別にして、それだけ強烈な印象であっ
たことは間違いない。さらに、当時と現在を対応
させながら自らの変化体験を想起しているなら
ば、正に生涯学習なのである。

本研究は、受講生たちを主人公として、その気
づきを基に整理し、まとめたものであるが、実は
当然のことながら、スタッフたちもまた様々な学
びを得ているのである。本来ならば、スタッフた
ちもまた受講生たちと同様に気づきの整理をして
考察し、共に学んだ成果として記述すべきである
が、時間的な制約もあり、今後の課題としたい。

＜謝辞＞

本学習及び研究は、多くの方々に支えられ励ま
され遂行することができました。３泊４日の昼夜
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Ⅳ 「社会教育における参加型学習の方法技術の開発」

野 島 正 也(人間科学科)
１　課題と方法

太平洋戦争後の日本の社会教育施策の目玉は、
ＧＨＱの教育部門を担当するＣＩＥ（民間情報教
育局）の強力な指導のもとに、公民館等での地域
住民の「話し合い学習」を推し進めるものだった。
従来の座学中心の「承り学習」から話し合い学習
中心の「相互学習」への転換が図られた。当時の

「社会学級」（後に「婦人学級」等に改称）や「青
年学級」では、嫁姑の関係、長幼の序と跡継ぎ慣
習、家計管理の改善など、旧来の「ムラ社会」の
慣行に起因する諸問題について話し合い学習が行
われた。

しかし経済の高度成長と都市化が進行するなか
で、社会教育は広範な知識や技術の習得に力点を
移すようになった。1970年代後半になって、カ
ルチャーセンター等の民間教育機関が都市部に開
設されるようになったことは、当時の社会教育の
方向をよく示している。

世紀が替わったころからは、社会に高度成長の
影の部分がまだらながらに広がっていった。地球
規模での環境問題、障がい者や高齢者の社会的処
遇の問題、犯罪を防止し地域の安全安心を確保す
る問題、高齢期の社会参加と生きがい創出の問題、
ＩＴリテラシーの獲得差による情報格差の問題な
どに人々は直面することになる。

１９９２年に出された生涯学習審議会答申で
は、とくに「現代的課題」という用語が注目され
た。この現代的課題に対応する学習方法として期
待されたのが公民館等の講座での「参加型学習」
の採用であった。「参加型学習」とは、戦後の「話
し合い学習」を基礎としながら、実習、演習、見
学、発表等の広義のワークショップの形式に重点
を置くものである。

生涯学習の主要な方法としての「参加型学習」
を進めるためには、留意すべき２つのポイントが
ある。
①参加型学習の方法が社会教育の現場で生かされ
るためには、実践に適した方法として洗練されな

ければならない。例えば、「ディベート」を学習
方法として市民向けの講座等に導入するには、複
雑な手続きをできるだけ簡略化して（インスタン
ト・ディベーティング）、プログラムの標準化を
図る必要がある。
②標準化されたプログラムは、講師だけでなく、
受講者や職員にもよく理解されて、生涯学習の方
法として定着する必要がある。各自治体の緊縮財
政下では、社会教育関連の予算が圧迫されている
現状がみられる。そのような中で、参加型学習を
有償の講師のもとで実施できるような状況は遠の
いている。職員や受講者自身が自主的に参加型学
習に取り組めるようにプログラムの標準化が求め
られている。

以上のポイントを踏まえて、社会教育で取り組
むべき参加型学習の主要なプログラムについてモ
デル化を試み、社会教育の現実的な要請に応えた
いと思う。

本研究のねらいは、実際に公民館で行われてい
る参加型学習に筆者自身が講師等で参加して、そ
こでの実践を通して、方法の有効性を確認するこ
とにある。主要な参加型学習の特徴、過程、実践
上の工夫等をまとめてみたい。また、参加型学習
に参加した受講者からは、質問紙調査による回答
を得て、実践の成果の傍証としたい。この研究の
ために関わった主な講座は埼玉県春日部市庄和地
区公民館で、約１０年にわたって市民大学の講師
の役割を得て実践的研究を継続的に進めることが
できた。文中、とくにことわりがない限り、事例
は、筆者が直接関わった当市民大学の例である。

２　参加型学習の方法技術

以下では、筆者がとくに関心をもって実践的な
工夫を試みた四つの方法について、その概要と方
法上の工夫をまとめておきたい。

（１）話し合い
公民館等の講座に導入される「話し合い」には、

形式的には円卓討議（roundtable discussion）が
採用される。しかし、ほとんどの施設では、「円卓」
の設備がないので,長机を二つつなげて長方形を
つくり、その周辺に５～７人ほどが座る。座った
受講者の間隔は会話に相応しいものとし、かつ他
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のグループの机との距離が近すぎないように配慮
することが有効な話し合い学習にとって基礎的な
要件となる。また机が長い長方形だと、話し合い
が２つのグループに別れがちになるので、できる
だけ円卓を意識した机の配置を心がけることが重
要である。

話し合いの方法の一つにバズセッション（buzz 
session）の方法がある。小グループで短時間、
自由に発言をするものである。バズとはハチがブ
ンブンと羽音を立てて飛び交う様子をいうもの
で、その連想からすれば、グループで「話し合う」
というよりも、思いのままに「発言する」といっ
たほうが適切である。アメリカの成人教育の方法
として戦後いち早く日本に導入されたもので、公
民館等での話し合い学習の「定番」ともいえるも
のである。6人で6分間、集中的に話し合いを進
めるというモデルにのっとって「６－６討議」と
も言われた（実際には５～１０人で５～１０分の
話し合いをもつなど、実施態様には幅がある）。
現在でも話し合いの導入部分として実施されるこ
とが少なくない。筆者が市民大学でバズセッショ
ンを指導したとき、話し合いへの導入の効果を上
げたものに、例えば「いま、地域・近隣のことで
気になっていること」というものがある。挙げら
れるテーマは、できるだけ多面的で、話に入りや
すいものがよい。

バズセッションに比して本格的な「話し合い」
の場合、進行の円滑化のためにグループのなかに
司会役をおくことが多い。また、のちの学習の発
展や発表に備えて記録役をおくことも多い。市民
大学では、発言になれていない受講者がいること
を踏まえて、講師（指導者）は、受講者がなるべ
く公平に発言できるように、適宜、机間巡視をお
こなうことが重要である。これまでの筆者の見聞
によれば、受講者の「話し合い」中、講師が会場
から離れ休憩をとることがしばしばみられるが、
これは指導放棄としかいいようがない。

話し合いでは、受講者同士が反対意見も言い合
えることが重要であり、そのために講師や担当職
員は、講座運営の一環として、「話し合い」の下
地になるように受講者同士の良好な人間関係を構
築するように努める必要がある。

話し合いでは受講者に混じって、市民大学ＯＢ
等が話し合いの進行を助けるためにファシリテー
ター（facilitator）の役割を担うことがある。ファ
シリテーターとは、「推進役」、「お助け役」といっ
た役割で、受講者の発言を促したり、話題が話し
合いのねらいから大きく逸れたときなどに流れを
戻すなどを行う。

講師は「話し合い」のきっかけづくり、討議内
容の深化のために、新聞の切り抜き、ビデオ（Ｖ
ＴＲ）、関連資料を用意して雑誌の切り抜きなど
を効果的に使用することもある。また、講師は話
し合いの過程を重視し、結論を急がないように心
がける。講師が想定した結論にならなくてもそれ
を尊重することが重要である。

筆者が市民大学で「話し合い」を指導したとき
に、導入部分で採用したテーマには、例えば次の
ものがある。
「あいさつ」、「携帯電話」、「夫の家事」、「子ど

も家族との同居」、「年金暮らし」、「スーパーのレ
ジ袋」、「ペットを飼う」、「お中元（お歳暮）の慣
習」、「通販・テレビショッピング」、「食品の賞味
期限」、「 ボランティア」、「寂びゆく？商店街」、「地
域の防犯」、「自治会費」、「電車内のマナー」、「女
性専用車両」、「電車・バスの優先席」、「最近のお
墓事情」など。テーマは、あくまでも討議のきっ
かけをつくるためのものである。グループの受講
者が社会全般について高い問題意識をもっている
と思われる場合、グループごとに自由題で討議を
進めることが適切である。

（２）ディベート
ディベートは、学校教育ではよく取り上げられ

る学習方法であるが、社会教育の講座ではまだ取
り上げられることが少ない。しかし、筆者が市民
大学で市民向けの学習にディベートを取り入れた
ところ、予想以上の効果を得ることができた（後
の調査結果を参照）。

ディベートとは、一つのテーマで対立する考え
があるとき、賛成・反対それぞれの立場から代表
者を出して主張を述べ合うものである。「言葉に
よるスポーツ競技」ともいえる。すでに学校教育
や企業セミナーでは多くの実例をもとに定式化・
標準化が進んでいるが、社会教育ではまだ定式化・
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標準化は進んでいない。それには社会教育の講座
の特質が絡んでいる。

その一つは、市民大学等の講座に集まった受講
者の学習の蓄積にかなりの幅があり、レベル設定
の面でディベート学習を組織することに困難が伴
うこと。二つには、受講者は講座にしばしば欠席
することから、ディベートチームを編成しにくい
ことが挙げられる。

第１の問題に対処するには、インスタント・ディ
ベート（instant debating）を心がけ、ルールを
できるだけ簡略化することが効果的である。第２
の問題に対処するには、ディベートに要する回数
を1回または2回で完結させることが効果的であ
る。

ディベートは、一般に、「論題の決定」 →「リサー

チ（情報の収集と分析）」 →「論理の構
築」 →「討論」→「判定」の順で行われ
る。筆者の経験によれば、判定の後に、
受講者数人から（時間の許す限りでき
るだけ多くの受講者から）判定結果と
その根拠について感想を発表してもら
うことで、受講者それぞれが下した判
定を相対化して位置づけることができ
るようになる。

論題（proposition）は、講師から提
示することを極力避け、受講者に論題
のリストを作ってもらうことで課題意
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男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
楽しめた 25 10 7 17 11 35 55.6%
ためになった 18 8 5 16 5 26 41.3%
つまらなかった 2 0 0 2 0 2 3.2%
いやだった 0 0 0 0 0 0 0.0%

45 18 12 35 16 63 100.0%

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
今回が初めて 29 16 8 23 14 45 91.8%
以前やったことがある 4 0 1 3 0 4 8.2%

33 16 9 26 14 49 100.0%

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
楽しめた 16 13 5 14 10 29 46.0%
ためになった 24 6 5 19 6 30 47.6%
つまらなかった 1 0 0 1 0 1 1.6%
いやだった 1 2 1 2 0 3 4.8%

42 21 11 36 16 63 100.0%

表４　班でのディベート体験の感想（ＭＡ）

性別 年齢別 合計

性別 年齢別 合計

表２　班での「話し合い学習」の感想（ＭＡ）

表３　ディベート体験の有無

性別 年齢別 合計
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識を高めることができる。扱う論題は、討議しや
すいもの（debatable）で、話題に広がりがある
もの（topical）が望ましい。

受講者が、ディベートに先立つ話し合いで論題
候補として挙げたものには以下のようなものがあ
る。その多くは実生活に直接関係する論題である
ことが注目される。「公園のごみ箱は撤去すべき

か、否か」、「街に防犯カメラを設置すべきか、否
か」、「ノラ猫・ノラ犬は捕獲すべきか、否か」、「自
治会への加入は強制とすべきか、否か」、「自転車
で歩道を走ることは禁止すべきか、否か」、「家庭
では、スリッパを使用すべきか、否か」、「高校卒
業以上の未成年の飲酒・喫煙を黙認すべきか、否
か」、「優先席に健康な人が座ることは認められる

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
テーマを決めるところ 10 6 5 9 2 16 17.2%
調べるところ（リサーチ） 16 9 6 15 4 25 26.9%
討論（ディベート本番） 27 8 7 19 9 35 37.6%
討論を聞いて判定するところ 11 6 3 9 5 17 18.3%

64 29 21 52 20 93 100.0%

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
楽しめた 15 9 3 12 9 24 38.7%
ためになった 14 7 3 16 2 21 33.9%
つまらなかった 1 0 0 1 0 1 1.6%
いやだった 0 0 0 0 0 0 0.0%
未発表（在学生）・無回答 11 5 6 5 5 16 25.8%

41 21 12 34 16 62 100.0%

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
具体的に役立っている 13 6 2 12 5 19 38.8%
具体的ではないが役立っている 14 7 3 11 7 21 42.9%
役に立っていない 0 0 0 0 0 0 0.0%
未修了（在学生）・無回答 6 3 4 3 2 9 18.4%

33 16 9 26 14 49 100.0%

表６　卒業発表についての感想（ＭＡ）

性別 年齢別 合計

表７　「話し合い学習」「ディベート」「卒業発表」の効果

性別 年齢別 合計

表５　ディベートの関心（ＭＡ）

性別 年齢別 合計
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べきか、否か」、「電車の中で化粧することは、マ
ナー違反とみるべきか、否か」、「農作物に被害を
与える動物の駆除は是か、非か」、「子どもの昆虫
採集は薦めるべきか、否か」、「８０歳以上の高齢
者の車の運転は禁止すべきか、否か」、「ガンは、
告知されるべきか、否か」、「日本はアジア等の国
から労働者を受け入れるべきか、否か」、「サマー
タイム制を導入すべきか、否か」、「納豆はよくか
き混ぜてから食べるべきか、否か」など。

リサーチ（情報収集と分析）の段階では、論題
についての基本的事実を確認し、争点を整理する
ことになる。この段階は、個人学習及びグループ
学習としてきわめて重要な位置を占めるのもので
ある。ディベート学習を1講座で連続2回以上を
設定することで、自宅での学習を効果的に絡ませ
ることできる。リサーチでは、インターネットに

よる調べ学習、図書館での学習、地域での聞き取
り学習などがディベートチームとして組織的に行
われることが多い。

一連の調べ学習の後に、ディベートチームとし
て、論題に沿った論理の構築が行われる。すなわ
ち「ディベート・ストーリー」の作成である。こ
のために当てられる時間は、経験的に約1時間が
適当と思われる。

ディベート（討論会）は概ね次のように進めら
れる（カッコ内は制限時間）、①肯定側立論（4
分）→②否定側立論（4分）→③作戦タイム（1.5
分）→④肯定側反論（4分）→⑤否定側反論（4分）
→⑥作戦タイム（1.5分）→⑦否定側最終弁論（1.5
分）→⑧肯定側最終弁論（1.5分）。制限時間につ
いては、筆者は数年にわたって時間を増減して試
みたが、上記の時間が実際上、もっとも進行がス

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
具体的に役立っている 16 6 3 14 5 22 44.9%
具体的ではないが役立っている 9 8 3 8 6 17 34.7%
役に立っていない 0 0 0 0 0 0 0.0%
未修了（在学生）・無回答 8 2 3 4 3 10 20.4%

33 16 9 26 14 49 100.0%

男 女 ６０－６４歳 ６５－６９歳 ７０歳以上 合計 比率（％）
趣味的な活動 16 8 5 13 6 24 39.3%
社会的な活動 21 11 5 19 8 32 52.5%
とくにな何もやっていない 3 2 2 2 1 5 8.2%

40 21 12 34 15 61 100.0%

表８  「市民大学」での学習がその後の生活・人生に及ぼした効果

性別 年齢別 合計

表９　現在やっている地域での活動（ＭＡ）

性別 年齢別 合計
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ムーズにいった。
作戦タイムでは、登壇者を含めてチーム全員で

次のステージのために作戦を練ることなる。「肯
定側立論」とか「最終弁論」というのは少々言葉
が硬い印象があるので、「自チームの主張」とか

「最後の主張」と言い換えたほうがよい場合もあ
る。「反論」については、本来は「反対尋問」に
当たるものであるが、その場で尋問（質問）する
と、質疑応答のタイミングをうまくとれないこと
が多いので、「反論」にとどめたほうがよいよう
に思われる。

ディベート（討論）では、講師は登壇者に、相
手チームとジャッジ団を交互に見ながら話すよう
に、また、とかく手持ちのメモを見るために下を
向きがちとなるが、姿勢を正して明瞭な声で話す
ように、注意を促す。

ジャッジは、受講者の参加と判定の透明性とい
う点から、ディベートチームに加わらない受講者
の挙手で行い、挙手の過半数を得たチームの勝ち
とする。

ディベートでは、初心者にもそのルールをわか
りやすくするために、「論壇」「肯定側チーム」「否
定側チーム」の位置の表示をはっきりすること。
ディベートにふさわしい机と椅子の配置を行うこ
と。ディベート対戦チーム表、ディベート進行表、
ジャッジのためのメモとして討論の進行順に書き
込める評価票をあらかじめ受講者に配布しておく
とよい。司会者は、ディベートの進行のために、
ストップウォッチとコールベルを使用する。

（３）発表
市民の日常生活では、自分の考えや経験を、聴

衆を前にしてしっかり話をする機会は、意外と少
ない。これからの地域生活では、さまざまな場面
で発表の機会を持つことが多くなることが予想さ
れることから、市民大学で「発表」を正規のプロ
グラムに入れる意義は大きい。

春日部市庄和地区市民大学では、発表の機会を
「卒業発表」という形で、講座の最終回に設定した。
講師は、発表の日に先立って受講者に次の内容を
伝えた。①「聴衆」（聴く構えをもつ人々）がい
るチャンスを生かす。②主張を頭の中でしっかり
整理する。③自分で感じたことや考えたことを中

心に、ふだん使っている言葉で率直に話す。④言
いたいことを箇条書き、またはキーワードでメモ
するとよい。
「卒業発表」のテーマは、発表日の1ヶ月くら

い前に受講者に伝えられる。これまでのテーマは、
例えば以下のようなものである。「私の主張」、「い
ま、私が話してみたいこと」、「私の、ある体験か
ら」、「次の世代に語る」、「私の人生から伝えたい
もの」など。年度によって「自由題」であったこ
ともある。

司会者は、発表の進行のためにストップウォッ
チとコールベルを使用する。発表時間は、発表者
の人数を勘案して決められるが、経験的に4分～
5分が適当な長さと思われる。

庄和地区市民大学では、発表内容はテープレ
コーダーに収録し、この記録を起こして推敲し、
卒業文集とした年度が数年続いた（テープ起しに
相当な手間がかかったので、後に廃止となった）。
内容をまとめた文集の文体は、話し言葉が元に
なっているため、平易で話に流れができているも
のが多かった。卒業文集は、一般に受講者の作文
によるものが多いが、書くことに慣れていない受
講者は、思うところを文章に込められないという
難点があるが、話し言葉をベースにした卒業文集
は、その点、受講者の生活観や人生観が率直に示
される利点がある。

（４）書き方
ふだんの市民生活では、市民同士の会話はよく

行われるが、市民に向けて自らの体験や意見を文
章にして示すことは比較的少ない。しかし、今日
ではＰＴＡ、自治会、同好サークルなどで記事の
執筆を依頼されることも多くなり、またボラン
ティアグループやＮＰＯ活動で積極的に情報発信
をする機会も多くなった。このような状況を踏ま
えれば、市民がまとまった記事を書くための基礎
演習の機会を持つことの意義は大きい。また、人
生の節目として、いままでの体験を整理し意味づ
けるという意味でも文章づくりの意義は大きいと
思われる。

埼玉県久喜市の市民大学では、卒業時に「卒業
記念・研究紀要」を発行しているが、寄せられた
受講者の原稿が、雑文に終わらないように、ある



生涯学習の実践的学修方法についての研究－諸方法の実際とその意義・効果について－

―151―

時期から講座プログラムの一つに「研究紀要の作
成に向けて」というテーマが加わった。内容は、
書き方の基礎の学習といったものである。

筆者は、その講座の当該テーマの担当講師を引
き受け、内容構成のモデル化を試みてきた。市民
である受講者が記事を書くことの魅力は以下の二
つに要約される。一つは、これまでの人生経験や
社会的活動を通じて感じたことや考えたことを基
礎にして文章ができること。二つには、ことさら
形式を重んじて、もって回った硬い言い回しをす
ることなく、やさしい文体、自分らしい表現の文
章ができること。

講義の内容は、文章づくりの基本についての講
義と、実際に市民が文集などに寄せた文章の批判
的検討からなる。本来なら、実際に受講者が書い
た記事の公開添削が次にくるのが望ましいが、講
座1回分の時間では実現が難しい（久喜市市民大
学では1年制の大学のあと、1年制の大学院が設
置されており、そのなかで研究論文の添削指導が
位置づいている）。

３　市民大学における参加型学習の位置づけ

（１）市民大学の組織
主に市町村単位で「市民大学」（町民大学等を

含む）を設置していることが少なくない。平澤
薫は、社会教育が果たす機能として「学校拡張
的社会教育」を挙げているが（『教育的行動学』、
1971）、社会教育の水準を高等教育分野にまで及
ぶことを地域住民が期待していることが背景にあ
るものと思われる。本調査研究では、市民大学の
範例として、春日部市庄和地区市民大学の学習プ
ログラムを取り上げた。その理念、経緯、プログ
ラムの構成等について以下に述べておきたい。

春日部市庄和地区市民大学（以下、庄和市民大
学と略記）は、設立の当初より、参加型学習、相
互学習、地域課題への対応など、「大学」という
名称を付けているものの、社会教育が得意とする
方法を積極的に取り入れており、その意味で、平
澤がいう「学校超越的社会教育」の機能を色濃く
もっている市民大学と考えられる。言い換えれば、
高等教育でも得られない学びの機会としてこの市
民大学は構想されている。

庄和市民大学の「建学の理念」は、「地域活動
において、主体的主導的に活動できる人材を育成
する」とされている（『庄和地区市民大学活動の
手引き』（年度版、春日部市庄和地区市民大学運
営委員会）。人材育成の具体的な目的として以下
のものが挙げられている。

・ 公民館の各種自主事業の企画運営やサークル
活動を担える人材

・ 公民館事業の講師やサポーターになりうる人
材

・ 市の委員会や審議会、市内の各種団体、自治
会などで活動しうる人材

庄和市民大学の前身である「庄和町町民大学」
は旧庄和町（埼玉県東端、江戸川沿いに位置する。
２００５年１０月に春日部市と対等合併。当時の
人口は約３万７０００人）の教育委員会事務局
の生涯学習事業として中央公民館を会場として、
２０００年に年２回開催の市民大学として発足し
た。学生数は１４名。翌年、１年間の通年講座に
変更して１７名の学生が学んだ。２００３年、２
年制の市民大学に制度が変更された。以後、この
体制で大学が維持されている。主な変更点は以下
の２つである。
①  １年生と２年生が同じ講座（講義・演習・実習・

見学等）を受ける。講師は２つの学年に対し
て累進的な指導を心掛ける。２年生は、１年
生に対して１年目の経験を生かして助言的な
役割を果たす。

②  在学生と卒業生による自主組織「学友会」を
設置し、会員相互の交友を進め、地域活動に
積極的に参加する。なお、２００４年以降は「公
民館まつり」に組織として参加し、２００７
年以降は大学運営への協力（カリキュラムの
企画・実施への協力や運営経費の一部助成等）
を行うようになった。

２年制に移行してからの庄和市民大学は、２学
年合わせて学生数２６～２９名の規模で実施され
ている（２０１０年現在）。春日部市との合併に
より、「庄和町町民大学」は「春日部市庄和地区
市民大学」と名称変更になり、同時に主催が教育
委員会事務局から公民館事業に変更になった。
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（２）市民大学のカリキュラム
庄和市民大学の講座日程は、２０１０年度につ

いてみると５月２１日のオリエンテーションに始
まって翌年１月２１日の「卒業発表」（受講者全
員による体験発表）まで、総計３４回となってい
る。講座は通常、午後の２時間が組まれている
が、館外学習等では特別のプログラムが組まれて
いる。

講座の形態の主なものは、講義・演習、実習（体
験学習）、鑑賞・見学である。

講座の内容は、生涯学習の概要と方法、社会・
地域の理解、健康と文化等からなる。

これを体系的に整理したのが表１である（講座
内容は日程順ではない）。

庄和市民大学の講座内容を、他の自治体で行わ
れている市民大学のそれと比べてみると、概して、
趣味教養的な内容が抑えられていて、現代的課題
や地域課題に関するものが多くなっている。また、
演習・実習・見学などの体験的方法が多く取り入
れられているのが特徴としてとらえられる。

４　市民大学における参加型学習体験の効果
（１）調査の概要

庄和市民大学が発足してから２０１０年で１０
年になるが、その間にこの大学で学んだ市民は約
１５０名である。そこで、今回、卒業生と在学生
に、庄和市民大学の学習方法の特徴である参加型
学習の効果をどのように考えているかを調査する
ことにした。

調査期間は２０１０年７月～８月。調査方法は
質問紙調査。調査票の配布と回収では、学友会役
員の協力を得た。回収票は、総数４９票（男３３
票・女１６票）。卒業生・在学生総数に占める割
合は32.0％だった。表２～表９に調査結果を挙
げるが、実数が少ないため、性別及び年齢別につ
いては実数のみを示し、分析は回答全体に関して
のみ行うこととした。

（２）参加型学習の意義・効果
庄和市民大学での参加型学習の意義と効果につ

いては、「話し合い学習」、「ディベート」、「卒業

発表」について受講経験者に訊ねた。
班での「話し合い学習」について、「楽しめた」

とする受講経験者は全体の５５．６％、「ために
なった」は４１．４％、「つまらなかった」は３．
２％。ほとんどの受講経験者は「話し合い学習」
の意義・効果を肯定的にとらえている（表２）。

ディベートについては、まず、これまでの経験
の有無を訊ねた。「今回が初めて」という受講経
験者は、全体の９１．８％。「以前やったことがあ
る」は８．２％だった（表３）。「以前やったこと
がある」受講経験者のほとんどは、「職場の研修
で」、「他の市民大学で」というものだった。

ディベート体験について、「楽しめた」とする
受講経験者は全体の４６．０％、「ためになった」
は４７．６％、「つまらなかった」は１．６％、「い
やだった」４．８％と、多くの受講経験者はディ
ベート体験の意義・効果を肯定的にとらえている
が、忌避的な感情をもった受講経験者も少数なが
らいた（表４）。

次いで、ディベートの過程でどの部分にとく
に関心をもったかを訊いた。過程の順に見て
みると、「テーマを決めるところ」という受講
経験者は全体の１７.２％、「調べるところ（リ
サ ー チ ）」 ２ ６．３ ％、「 討 論（ デ ィ ベ ー ト 本
番）」４７．６％、「討論を聞いて判定するところ」
１８．３％となる（表５）。ディベート本番の討論
にもっとも高い関心が寄せられたが、他の場面に
も関心が広がっていることが見てとれる。
「卒業発表」については、「楽しめた」とする受

講経験者は全体の３８．７％、「ためになった」は
３３．９％、「つまらなかった」は１．６％となり、
ほとんどの受講経験者は「卒業発表」の意義・効
果を肯定的にとらえている（表６）。

全体として、「話し合い学習」、「ディベート」、「卒
業発表」といった参加型学習が自らの生活や人生
に役に立っているかどうかを受講経験者に訊ねた
ところ、「具体的に役に立っている」という受講
経験者は３８．８％、「具体的ではないが役に立っ
ている」は４２．９％で、「役に立っていない」は
０％だった（表７）。講座未修了者と無回答者を
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除けば、受講経験者全員がなんらかの形で参加型
学習の経験を自らの生活や人生に生かしているこ
とが見てとれる。

市民大学に通ったことの意義や効果について、
「その後の生活や人生に役立っていますか」と訊
ねたところ、「具体的に役に立っている」という
受講経験者は４４．９％、「具体的ではないが役に
立っている」は３４．７％で、「役に立っていない」
は０％だった（表８）。
「具体的に役立っている」例としては、「仲間が

できた」とか「人間関係が広がった」など、学縁
の広がりを挙げる回答者が多かった。全体として、
講座未修了者と無回答者を除けば、受講経験者全
員が市民大学に通ったことをなんらかの形で自ら
の生活や人生に生かしていることが見てとれる。

さいごに、市民大学在学者及び卒業者に、現在
どのような活動を地域でやっているかを訊ねてみ
た。「趣味的な活動をしている」と答えた受講経
験者は全体の３９．３％、「社会的な活動をしてい
る」という回答は５２．５％、「とくに何もやって
いない」という回答は８．２％だった（表９）。「社
会的な活動」の具体例としては、福祉や環境美化
のボランティア活動、防犯防災等の自治会活動、
公民館のサークル指導、学校支援活動、行政委員
活動などが挙げられた。全体として市民大学に通
う（あるいは通った）市民はとくに社会的な活動
に関心が高いことが見てとれる。

社会教育の分野では、講座等における「参加型
学習」の方法の導入について強い関心がよせられ
ているが、庄和市民大学におけるように、それへ
の十分な配慮がなされ、かつその実績を積み上げ
た講座では、学習の成果を確実に生み出している
ことがわかる。今後、さらに参加型学習の方法技
術を高め、市民の学習機会の水準の向上と地域活
動への接続を進めていくことが望まれる。
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おわりに　―まとめと今後の課題―

共同研究といえば、常に5名の研究者が共に集
い、共に研究状況を報告しあいながら相互の学修
方法の特色と意義や効果を考察しあうのが建前で
はあるが、それぞれが学内外の重責を担い、また
若い研究者はそれなりに新研究分野を開拓すると
いう多忙を極める研究者たちの本共同研究であっ
た。それでも、通算6回の共同研究会をもつこと
にそれぞれが最善の努力をし、間では個々に独自
の研究と考察を深めつつ本成果を収めることがで
きた。このこと自体が、各研究者が生涯学修の実
践をしてきたといえるのではないだろうか。

これまで個々に深めてきたそれぞれの研究分野
も方法論も目指すところも異なりながら、3年間
に亘る研究経過を共有しつつ、楽しく有意義に、
1つの方向性を具現化することができた。大袈裟
な言い方をすれば、生きた人間関係に裏付けられ
た研究といえるかもしれない。

研究内容は、必ずしも完璧とはいえないまでも、
少なくとも、人間の一生涯における青年期・中年
期を中心として、その後の人生をより豊かにして
いくための方法論的なヒントを展開することがで
きたのではないかと自負している。

今回の研究は、実践を基盤におきながら、なる
べく、人間の生きた現実から離れないように具体
的・実践的に進めてきたことから、科学性・客観
性という観点からは危ぶまれることも少なくはな
いが、少なくとも、個人的・集団的・社会的次元
を含みつつ、人間生活を包括する方法論と実例の
研究となっていよう。研究者の側からは、学修方
法間の連携の仕方という課題の残るところである
が、これからを生きて社会を構築する若者や中高
年者たちが、より充実した人生生活のために、私
たちの学修方法を時には単独で、時には複合させ
ながら活用していただくことで、その点は満たさ
れる筈である。

最後に、それぞれの研究にご協力くださった多
くの方々に、心から感謝の意を表する次第である。

(文責　佐藤啓子)


